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令和４事業年度に係る業務の実績に関する報告書 

１ 法人の概要（報告書提出日の属する年度の５月１日現在） 

(1) 名称及び所在地

公立大学法人尾道市立大学 広島県尾道市久山田町１６００番地２

(2) 法人設立の年月日

平成２４年４月１日

(3) 資本金の額及び設立団体

ア 資本金の額 ２，１７５，１１６，６２０円

イ 設立団体 尾道市

(4) 中期目標の期間

平成３０年（２０１８年）４月１日～令和６年（２０２４年）３月３１日

(5) 目標及び業務

ア 目標

この公立大学法人は、大学を設置し、及び管理することにより、地域に貢献する知の創造、応用及び蓄積を図る知的活動の拠

点として、主体的に考え、行動し、地域社会で活躍できる実践力のある人材を育成するとともに、地域に根ざした高度な研究を

行い、もって地域社会の発展に寄与することを目標とする。 

イ 業務

① 大学を設置し、これを運営すること。

② 学生に対して、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。

③ 法人以外の者からの委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の法人以外の者との連携による教育研究活動を

行うこと。
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④ 公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。

⑤ 尾道市立大学における教育研究の成果を普及し、及びその活用を促進すること。

⑥ 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(6) 役員の状況（令和５年３月３１日現在）

役 職 氏 名 就任年月日 備 考 

理事長兼学長 藤澤  毅 令和２年４月１日

理事兼副学長 荒井 貴史 令和３年４月１日

理事兼副学長 塚本 真紀 令和２年４月１日

理事兼事務局長 寺山 修司 令和３年４月１日

理事（非常勤） 田邊 耕造 令和２年４月１日 アンデックス株式会社代表取締役

理事（非常勤） 菅  壽一 令和２年４月１日 広島大学名誉教授 

監事（非常勤） 槇原 清隆 平成３０年４月１日  税理士 

監事（非常勤） 島本 誠三 平成３０年４月１日  弁護士 

(7) 経営審議会及び教育研究審議会（令和５年３月３１日現在）

経営審議会

氏 名 現 職 

藤澤  毅 理事長兼学長 

荒井 貴史 理事兼副学長 

寺山 修司 理事兼事務局長 

田邊 耕造 アンデックス株式会社代表取締役

中野 常男 神戸大学名誉教授 

津浦  実 学校法人ＩＧＬ学園本部長 

吉田 大造 製鐵原料株式会社代表取締役社長 
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教育研究審議会 

氏 名 現 職 

藤澤  毅 理事長兼学長 

荒井 貴史 理事兼副学長 

塚本 真紀 理事兼副学長 

菅  壽一 広島大学名誉教授 

小川 長 経済情報学部長 

中村  譲 芸術文化学部長 

灰谷 謙二 芸術文化学部日本文学科長 

森本 幾子 地域総合センター長 

野崎 眞澄 教務委員長 

藤岩 秀樹 学生委員長 

小野  環 広報委員長 

前田 謙二 キャリア開発委員長

河野 洋 教養教育委員長 

(8) 教職員の状況（令和４年５月１日現在）

 教員  ６０人（学長を除く尾道市立大学専任教員） 

 職員  ２５人（市派遣職員、法人採用常勤職員） 

(9) 法人が設置運営する大学の概要

ア 学部等の構成

  学部 経済情報学部 芸術文化学部 

大学院  経済情報研究科 日本文学研究科 美術研究科 

イ 学生の状況（令和４年５月１日現在）

総学生数 １，４５２人

（内訳） 学部学生 １，４２４人（経済情報 ９６０人 芸術文化 ４６４人）
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大学院生 ２８人（経済情報 １２人 日本文学 ０人 美術  １６人） 

(10) 沿革

昭和２１年 ７月 尾道市立女子専門学校開学 

昭和２５年 ４月 尾道短期大学開学 

平成１３年 ４月 尾道大学開学 

平成１７年 ４月 尾道大学大学院開学 

平成２４年 ４月 公立大学法人尾道市立大学設立 

尾道市立大学に改称 

２ 全体的な状況と自己評価 

(1) 総合的な評価

令和４年度は、第二期中期計画の５年目であり、中期目標期間の終盤となり、各分野における重点取組項目を再確認し、理事長を

中心に自律的で効果的な事業実施に取り組んだ。 

具体的には、中期目標を達成するため、中期計画に基づいた個別の重点課題を明確にしながら、令和４年度年度計画の着実な実施

に向けて取り組んだ。その結果、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、年度計画を概ね達成することができた。 

また、大学教育質保証・評価センターによる大学機関別認証評価を受審し、大学評価基準を満たしているという評価結果を得るこ

とができた。 

(2) 評価概要

ア 教育研究等の質の向上

(ｱ) 教育の質の向上

ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー及びアドミッション・ポリシーが整合性を持つように改正し、併せてカリキ

ュラムマップ、カリキュラムツリー及びナンバリングの修正を行った。 

新型コロナウイルス感染症が収束しない中で、「尾道学入門」は、事前に収録した講義動画をオンライン配信する形式で実施

した後にオンデマンド形式で 1週間視聴可能とし、復習にも役立つようにした。受講者数が 337人と昨年度と比べ約 1.3倍の学
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生が受講し、多数の学生に向けて尾道の地域学の講義を届けることができた。また、尾道市行政の課題や取り組みに関する受講

回を設け、尾道市長に尾道の観光事業の成果について講義を依頼し、学生にとって身近な社会との関わりを深める授業を行うこ

とができた。さらに、尾道のまちづくりに関する受講回を 4回ほど設け、空き家再生の取り組みや他地域および他国との比較を

通して学生が理解を深めることができた。 

全学対象の「文章表現法入門」は、履修人数と開講期によって習熟度が異なっていることから、文章のジャンルを限定して効

果的な授業を展開するため、次年度から講義内容の一部変更とそれに伴う科目名変更を行うことにした。前期はリアクションペ

ーパーやレポートにおける文章表現を扱う「文章表現法（学術的文章）」（前期、1年次～）」として開講し、後期は通信文や報告

書における文章表現を扱う「文章表現法（実用的文章）」（後期、1年次～）として開講することとした。 

令和 4年度オリエンテーションより、大学院生の学部科目の履修プロセスの説明を行い、リカレント教育を受けられることを

周知した。授業間の連携を意識し、科目の開廃や名称変更、カテゴリ変更を行うとともに、多様な研究を実施できるよう、「尾

道市立大学大学院経済情報研究科における特論，研究演習、研究指導（論文指導）開講についての申し合わせ」を改定し、次年

度からは講師も就任 3年目より研究演習等を担当できるようにした（経済情報研究科）。 

(ｲ) 研究の質の向上

ファカルティラウンジは、教員共同で申請した学長裁量教育研究にかかる打ち合わせや科研費に関する情報交換等の場として

活用できている。研究活動促進のための新しい取組として、経済情報学科では、地域活性化を目的とする共同研究「デジタル技

術を活用した人口移動・滞在動向調査分析事業」について、尾道市、日本ユニシス株式会社との三者による共同研究に取り組ん

でおり、今年度は尾道市役所内での報告会を 4回実施しつつ、3月から 9月にいたる収集分のデータのオープンデータ化を提供

した。美術学科では、展覧会 3件、国内外での学会・研究会議発表 1件を実施した。日本文学科では、共同研究「高大接続の観

点からの日本文学科入学者選抜試験の分析と検討」（学長裁量教育研究費）に取り組み、高等学校教員（国語科）を参加対象者と

したオンライン研究会を実施した。 

当初、コロナ禍の影響によりサバティカル研究の実施が懸念されたが、計画通り 1 人の教員をドイツへ派遣することができ、

現地での研究も無事に進んだ。 

学長裁量研究費への応募が共同研究 1グループ（3人）と、単独研究 1人の応募があり、両者とも採用された（経済情報学部）。 
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(ｳ) 学生への支援

問題を抱えている学生については、早期発見、情報共有、関係部署の連携により早期対応に努めた。

インターンシップの参加企業の増加、業界セミナーでの本学 OB･OGの講話等により学生のキャリア形成のための情報提供を行

った。 

イ 地域貢献及び国際交流

(ｱ) 地域貢献

尾道文学談話会は事前予約制とし定員 20人の人数制限を行い対面で開講した。4～9月にかけて全 6回を計画していたが、講

師都合により 1 回休会となり、全 5 回の開催で総参加者数 61 人となった。毎回定員に近い予約状況からみても、文学談話会は

貴重な地域貢献の場となっている。 

教養講座は、しまなみ交流館から尾道市役所多目的スペースに場所を変えて 3年ぶりの対面開催を行った。全 3回、定員各回

20人にて開催し、総参加者数 63人となった。キャンセル待ちが出る回もあり、市民の関心の高さがうかがえた。 

小川ゼミ主催の街中ゼミは、小川教授が退職予定でゼミ募集を終了したため今年度が最後の開催となった。10 月～翌 3 月に

かけて全 6回開催した。今年度は、尾道の老舗商店の経営の歴史と地域の関係について学生が調査し、各経営者も招聘した上で、

研究成果を発表した。毎回 30～40人ほどの参加があり、地域の人々の関心の高さがうかがえた。 

しまなみ交流館において、20回目となる美術学科の地域プレゼンテーション課題の発表会を 3年ぶりに開催した。 

また、クリエイティブディレクター・コピーライターの田中有史氏を招聘し、経済情報学部の公開講演会を開催した。地域の

方の参加も募り、総参加者は 51人であったが、高校生や卒業生などの参加もあった。 

(ｲ) 国際交流

台湾国立嘉義大学との合同カンファレンスについては、新型コロナウイルス感染拡大を受け、令和 5年度に延期となった。ベ

トナム貿易大学に長期留学していた 1人が 1月に授業日程を終えて 3月に帰国したが、入れ代わりに別の 1人が令和 5年度一年

間の長期留学のために 3月に出発した。ベトナム貿易大学との交流はコロナ禍中においても順調といえる。英公立ヨーク大への

現地派遣は諸事情により叶わなかったが、夏季オンライン短期留学プログラムに参加した 1人が「特別演習Ⅴ」の単位を修得す

ることができた。また、大連外国語大学から 4人、嘉義大学から 1人、計 5人の学部 3年次編入生を、次年度、新たに受け入れ



7 

 

ることも決定した。 

経済情報研究科留学生について、今年度末に 3人が大学院を修了した。うち 1人は台湾嘉義大情報管理学科との二重学位協定

に基づき令和 2 年度の選考を経ての入学者、残り 2 人は学部 3 年次編入留学生からの内部進学者である。また、修士 1 年には 2

人の留学生がおり、1 人は学部私費留学生からの内部進学者、もう 1 人は学部 3 年次編入留学生からの内部進学者である。そし

て、令和 4年度 9月入試では一般入試での留学生の合格者も出ている。これらに加え、台湾嘉義大企業管理学科と新たに協定を

結び、さらなる留学生数の拡大と派遣元の多様化を行う予定である。 

 

  ウ 業務運営の改善 

    今年度も教学 IRについてのアンケートを卒業者名発表のタイミングで配信し、データ収集を行った。 

多様なメディアを高度に利用して行う授業を導入し、学則の変更を行った。またメディア授業申請を行うための申請様式、申

請手続きの流れを検討し、実施のための枠組みづくりを行った。 

 

  エ 財務内容の改善 

令和 4年度は、10件（うち受託研究 8件、受託事業 2件）を受託し、前年度から 2件増加した。過去に依頼のあったところか

らの紹介や、大学イベントから興味を持ってお声がけいただくケースもあった。地域の認知度は昨年度より更に上昇している。 

 

オ 自己点検・評価及び情報の提供 

   大学の理念や各学部・学科の教育・研究活動を具体的にわかりやすく発信するため、Webサイトの各学部学科の教育・研究情

報を見直すとともに、訴求力を高めるため、写真等視覚的な要素を取り入れた。学生による大学における教育や学生生活の動画

コンテンツも新たに撮影し、令和 5 年 3 月末までに 1591 回の総再生回数となっている。SNS では各媒体の特性に合わせ情報発

信を展開し、Instagram では学内の印象的な画像による情報発信を続けている（フォロワー数：Instagram 約 480、LINE 登録数

約 325/3 月末現在）。高等学校における進路説明会にも可能な限り参加するようにし、説明会や模擬授業への参加、来学対応数

は合計 91件で、コロナ禍前（令和元年度）の 83件より増加した。本学教員が高校生に対して直接、教育研究活動あるいは入試

に関わる情報を伝えることができた。 
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  カ その他業務運営 

     D 棟空調の 2 系統を更新し、D 棟内空調機器の更新が完了した。また、耐用年数を超過している電話設備を更新し、機能維持

に努めた。また、新図書館の建設に向けて基本・実施設計業者を選定した。 

 

 (3) 対処すべき課題 

  ア 教育の質の向上 

     「リメディアル数学」では、履修登録者の一割程度しか対面授業に参加せず、また同時に用意している VOD教材の閲覧数も伸

び悩んでいる状況である。「リメディアル数学」は、「基礎数学Ⅰ」のレベルに達していない学生が積極的に履修すべきであるが、

履修を避ける傾向が見られる。これについて、ただちに「リメディアル数学」必修化のような措置を取ることは困難なものの、

「基礎数学Ⅰ」のシラバスに「リメディアル数学」レベルの質問には回答しない旨の注意事項を書き入れて強く履修を促すとと

もに、年度初めのオリエンテーションやチューター会合を通じて同様の指導を実施する等、今後、何らかの対応が求められる（経

済情報学部）。 

     全学的な方向性を見定めながら、美術学科が提案できる教養教育科目（案）を検討することとしていたが、以前に素案を打診

した「地域（活性化）論入門（仮称）」について、「地域総合演習」の開講が見送られたため、当該素案をこれ以上に検討するこ

とが難しいとの判断で一致した(美術学科)。 

     「外国書講読Ⅰ」、「外国書講読Ⅱ」については、語学科目ではなく専門科目であるという特性に照らして、CEFR基準の適用は

望ましくないと判断した。他方、履修者数の急激な減少（前後期計 5 クラスを合算しても受講生数が 20 人に満たない）につい

ては、オンライン科目に受講生が集中するのに対し、少人数による対面実施と判明している科目には受講生が集まりにくいとい

う傾向に理由の一端があると分析した（経済情報学部）。 

     自己評価カルテの入力指導、及びコメント入力のタイミングについては、各チューターに一任している状況である。チュータ

ーによって対応に差異があり、よって 1年生の入力率は伸び悩んでいる（未入力率 43.6％）と同時に、2年生後期のゼミ募集時

を迎えてようやく 1 年生配当のカルテ入力を終える者が後を絶たない。カルテ入力率の早期段階における向上のため、今後は、

「基礎演習Ⅰ」の時間を何らかのかたちで割き、カルテ入力（「1 年生前期の学修目標」「4～7 月の自己学修記録」「前期の反省

と夏休みの学修目標」の 3つを対象とする）からチューターによるコメント付与までの一連の流れを 1年生全員に体験させ、事

実上、チューターの手を離れる１年生後期以降も自ら入力が進むよう促すことを提案中である。 
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  イ 地域貢献及び国際交流 

     交換留学については、受入れ留学生に比べて本学から提携校への留学が少ない。新型コロナウイルス感染拡大による制限もあ

ったが、中期目標に掲げた本学からの留学学生数 50人は達成が困難な状況である。 

 

 (4) 従前の評価結果等の活用状況 

 新型コロナウイルス感染症拡大による行動制限がある中で、可能な限り対面での活動を基本とし、対面が難しい場合にはオン

ラインも活用しながら、中期目標の達成に向け年度計画及び中期計画を実施した。 

 

 (5) 令和４事業年度に係る業務の項目別評価総括表 

中期計画項目 
中期計画 

項目数 

年度計画 

項目数 

項目内の評点の内訳（個数） 
合計 平均 

４点 ３点 ２点 １点 

第４ 教育研究等の質の向上 33 105 9 91 5 0 319 3.0 

１ 教育の質の向上 19 69 7 58 4 0 210 3.0 

(1) 質の高い体系的な教育課程の編成 4 17 1 15 1 0 51 3.0 

(2) 幅広い視野と豊かな人間性をもち、国際的に通用する人材の育成 4 17 2 13 2 0 51 3.0 

(3) 専門的知識と技能を身につけ、社会に貢献できる人材の育成 2 9 0 9 0 0 27 3.0 

(4) 教育力の向上 2 7 0 6 1 0 20 2.9 

(5) 学生の受入れ 4 8 1 7 0 0 25 3.1 

(6) 大学院教育 3 11 3 8 0 0 36 3.3 

２ 研究の質の向上 4 15 2 13 0 0 47 3.1 

(1) 研究の活性化 2 8 1 7 0 0 25 3.1 

(2) 研究の実施体制 2 7 1 6 0 0 22 3.1 

３ 学生への支援 10 21 0 20 1 0 62 3.0 

(1) 学習の支援 3 9 0 8 1 0 26 2.9 
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(2) 学生生活の支援 3 6 0 6 0 0 18 3.0 

(3) キャリア形成の支援 3 4 0 4 0 0 12 3.0 

(4) 経済的支援 1 2 0 2 0 0 6 3.0  

第５ 地域貢献及び国際交流 4 11 2 9 0 0 35 3.2 

１ 地域貢献 2 6 1 5 0 0 19 3.2 

(1) 地域社会との連携・協働 1 3 1 2 0 0 10 3.3 

(2) 地域での人材育成と学習機会の提供 1 3 0 3 0 0 9 3.0 

２ 国際交流 2 5 1 4 0 0 16 3.2 

(1) グローバル化の推進 2 5 1 4 0 0 16 3.2 

第６ 業務運営の改善及び効率化 3 5 1 4 0 0 16 3.2 

(1) 教育研究組織の充実 1 2 1 1 0 0 7 3.5 

(2) 業績評価制度の確立 1 2 0 2 0 0 6 3.0  

(3) 事務処理の改善・効率化 1 1 0 1 0 0 3 3.0  

第７ 財務内容の改善 4 4 1 3 0 0 13 3.3 

(1) 資源の適正配分 2 2 0 2 0 0 6 3.0  

 (2) 外部資金等の獲得 2 2 1 1 0 0 7 3.5 

第８ 自己点検・評価及び情報の提供 3 4 0 4 0 0 12 3.0  

(1) 自己点検・評価の充実 1 1 0 1 0 0 3 3.0  

 (2) 情報公開及び広報活動の推進 2 3 0 3 0 0 9 3.0  

第９ その他業務運営 3 5 0 5 0 0 15 3.0  

(1) 施設・設備の整備の活用 1 1 0 1 0 0 3 3.0  

(2) リスクマネジメントの強化及び法令遵守の推進 2 4 0 4 0 0 12 3.0  

合    計 50 134 13 116 5 0 410 3.1 

※評点 ４点：計画を上回って実施している ３点：計画を順調に実施している ２点：計画を十分に実施していない １点：計画を実施していない 
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３ 項目別の状況 

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 評価委員会の評価 

評点 計画の進捗状況等 評点 特記事項 

第４ 教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１ 教育の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 

（１）質の高い体系的な教育課程の編成 

（中期目標）大学の理念・目標を実現するため、教養教育と学部専門教育の密接な連携といっそうの充実を計り、確かな基礎学力の上に質の高い体系的な教育

課程を編成する。さらにはユニークな学科構成を有効に活用した教育課程の充実を図る。 

① 教養科目と専門教育科目が

連携した履修モデル（コア科

目）を整備し、基本理念の実現

に直結するカリキュラムマッ

プを作成する。 

ア 学部・学科 

≪経済情報学部≫ 

・引き続き、教育の実施状況を確認し

ながら、カリキュラムマップやカ

リキュラムツリーと教育課程との

整合性を精査する。 

3 ・外部評価に際して指摘された点をふま

え、ディプロマ・ポリシー及びカリキュラ

ム・ポリシーの改定と、カリキュラムマッ

プ及びツリーの更新を実施した。各専門

科目とマップ及びツリーの整合性を再検

討し、学修成果との対応関係を各科目の

「必修」「選択必修」「選択」の別に応じた

ものに改める等、担当教員並びに学生目

線に立ったものに改めた。 

  

≪日本文学科≫ 

・カリキュラムマップとカリキュラ

ムツリーの学生への周知をさらに

進め、ポートフォリオ運用の中で

学生が定期的に学びをセルフモニ

タリングする機会をつくる。新規

3 ・年度始めのオリエンテーションで、履修

登録に向けて有効活用できるカリキュラ

ムマップ・ツリーについて説明した。ポー

トフォリオ運用において自己分析の機会

を設けることと、新設科目運用に向けて

の課外学修の試験的実施については検討
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開設予定科目の運用上の問題を検

証するため、正課外の位置づけで

教育活動を試験的に実施する。 

中である。 

≪美術学科≫ 

・年度始めのガイダンスの機会を利

用して、学生に対してカリキュラ

ムマップとカリキュラムツリーの

説明を行う。学生の反応を踏まえ

て、表示方法や説明内容を精査す

る。 

3 ・カリキュラムマップ及びツリーを、年度

始めのガイダンス等で周知した。 

また、学生の反応を踏まえて、改めて精

査し、より学生にとって分かりやすい表

現に改めた。 

  

イ 教養教育 

【教養教育委員会】 

・教務委員会と連携し、新規開設科目

について、到達目標と学修成果を

もとにカリキュラムマップへの位

置づけの妥当性を検証する。 

3 ・新年度開講科目の「数学の基礎と歴史」

に関して、ディプロマ・ポリシーやカリ

キュラム・ポリシー等で設定した伸ばせ

る力について妥当であることを確認し

た。 

  

【教務委員会】 

・前年度２月の TOEIC Bridge はオン

ラインでの実施のため、平常時の

実施によるデータ集約を今年度も

継続して行う。前年度にそれぞれ

の学科、教養教育で作成したカリ

キュラムマップとカリキュラムツ

リーの形式のバラツキについて、

全学的に統一した形に修正ができ

4 ・令和 3 年度に引き続き令和 4 年度も 2 月

の TOEIC Bridgeテストはオンラインで実

施した。TOEIC Bridgeの実施によるデー

タ収集を引き続き継続して行う。 

・大学認証評価による指摘を受け、カリキ

ュラムマップ、カリキュラムツリー、ナン

バリングについてアドミッション・ポリ

シー、カリキュラム・ポリシーとの整合性

を踏まえた全学的な修正を行うととも
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るか検討する。 に、10 月 20日の両学部教授会において、

あらためて教務委員会から活用方法の周

知と検討についての依頼を行った。 

カリキュラムマップ、カリキュラムツリ

ーの形式のバラツキについては、大学認

証評価から特に修正の指摘はなく、その

後の協議の結果、現状のまま教養、課程、

学科のそれぞれの特性を活かした形式を

採用することとなった。 

② 学士課程及び大学院課程の

提供科目にナンバリングを導

入し、より体系的な教育を展

開する。 

ア 学部・学科 

≪経済情報学部≫ 

・中期目標・中期計画に示していたナ

ンバリングについては前年度中に

達成された。 

今後は、これを用いて学生ないし

学修者自身が主体的な学びに取り

組めるよう、科目ナンバリングの

意義等を周知する。 

3 

 

・ナンバリングコードは全て、カリキュラ

ムマップ及び令和 4 年度入学者向け『学

生便覧』に掲載した。またコースごとの

カリキュラムツリーを改定し、専門教育

科目を網羅的に掲載しつつ、望まれる履

修学年と対応ディプロマ・ポリシーとを

クロスさせることで科目群の体系的整理

を図り、学生目線において分かりやすい

構造に組み換えた。ナンバリングコード

は令和 3 年度以前入学者用『学生便覧』

には未掲載のため、充分に周知されてい

ない可能性はあるが、疑義があれば適宜

チューターが対応することとした。 
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≪日本文学科≫ 

・科目ナンバリングを活用した履修

指導を継続する。 

3 ・年度始めのガイダンスで、科目ナンバリン

グについては概要を説明したが、履修登

録や学修計画に活かすところまでのケア

にはいたらなかった。認証評価にかかわ

る 3 ポリシーの改定作業のなかで、カリ

キュラムマップとカリキュラムツリーを

より合理的でわかりやすいものにする作

業がすすんだ。 

  

≪美術学科≫ 

・年度始めのガイダンスにおいて、科

目ナンバリングの概要を学生に説

明し、履修登録の際の参照を促す。

また、チューター教員が前期の履修

登録、後期の履修登録の変更等の指

導を行う際にチェックツールとし

て活用し、個々の学生が学修をより

適切に計画するための助言を行う。

また、講義科目の時間割設定、配当

年次について問題点がないか確認

する。 

3 ・年度始めの 1 年生対象のガイダンス等に

おいて、科目ナンバリングの概要を説明

し、履修登録の際に、学生が参照できるよ

う促した。また、チューター教員が個別面

談等において、前期の履修登録、後期の履

修登録の変更等の指導を行う際にチェッ

クツールとして活用し、個々の学生にと

ってより有用なカリキュラムを構築する

ための助言を行った。 

  

イ 教養教育 

【教養教育委員会】 

・教務委員会と連携し、科目ナンバリ

ングの学生への周知方法、また、そ

の活用方法を検討する。 

3 ・教務委員会主導でナンバリングが導入さ

れ、令和 5 年度『学生便覧』の教育課程

表に明記されることになった。 
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③ 基礎的学力の修得とともに

論理的思考力、判断力、表現力

を高める教育手法を充実させ

る。また、プレゼンテーション

やフィールドワークを重視し

た、アクティブ・ラーニングを

全学的に実施する。 

ア 学部・学科 

≪経済情報学部≫ 

・社会状況が好転しない場合、英ヨー

ク大学のオンライン留学プログラ

ムを引き続き活用して、英語を活用

したアクティブ・ラーニングの実践

に繋げる。また、新型コロナウイル

ス感染症が収束した場合には、英ヨ

ーク大学に学生を現地派遣し、英語

を用いた対面による学修機会の確

保に努める。また、台湾国立嘉義大

学への学生派遣（またはオンライン

留学プログラム参加）も検討する。 

3 ・新型コロナウイルス感染症が再び拡大す

る中、ヨーク大への現地派遣を夏季に実

現するべく準備を進めたが、他の諸大学

が新型コロナウイルス感染拡大を受けて

派遣を相次いで見送ったため、対面プロ

グラム自体が開催不可能になった。意欲

を示した学生は 10 人ほどおり、特に 3人

が最後まで参加希望を訴え続けたのを受

けて、現地での感染対策を含めてさまざ

まな情報を収集しつつ、危機管理対策会

議にも諮りながら、本学としては派遣に

向けた最大限の努力を行ったが、最終的

には冒頭に記した不可抗的事情によって

見送りを余儀なくされた。代わりに用意

されたヨーク大オンライン短期留学プロ

グラム ELB（令和 4年 8月 15 日～26日）

には 1 年生 1 人が参加し、無事に修了し

た。ELBの学修内容は、SWOT や PESTLE分

析を学んだのち企業別ケーススタディに

移り、クループ発表で締め括るもので、前

年度は日本人学生中心だったのに対し、

今年度はウクライナのハリコフ大学の学

生が多数参加して、日本人学生と共同で

学びを深めた。 
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≪日本文学科≫ 

・研究発表の評価におけるルーブリ

ックの運用について教員間でさら

に共通理解を図り、評価データの

分析活用に入る。 

3 ・研究発表会、レポート、論文におけるル

ーブリックの活用は安定的に行われた。

分析とフィードバックについては、個々

の授業の演習、研究発表、レポート作成、

卒業論文作成等で適宜実施できたが全体

的な活動にはいたらなかった。 

  

≪美術学科≫ 

・学生のプレゼンテーションを各年

次のカリキュラムに組み入れた実

習体系について検討し、学生にと

ってよりよい形で実施する。 

3 ・学生のプレゼンテーションを各年次のカ

リキュラムに組み入れた実習体系につい

て検討し、部分的に実施できたといえる。

来年度に試験導入する学修ポートフォリ

オの内容を踏まえたプレゼンテーション

の内容の案出、またプレゼンテーション

の内容を学修ポートフォリオへの反映を

学生に促すことを決定した。 

  

イ 教養教育 

【教養教育委員会】 

・（教養教育科目等、全学共通教育と

して）令和３年度のアンケート調

査に基づき、アクティブ・ラーニン

グと位置付けられる授業の周知を

行う。また、位置づけの適切性につ

いて問題がないか確認する。 

3 ・令和 4 年度から新たに 7 科目がアクティ

ブ・ラーニング科目として開講された。

ほとんどの科目において前年度から履修

者数が増加している。従って学生に十分

に周知されているものと考えられる。 

  

④ 教学データの蓄積と分析を

有効に行い、要対応学生を早

ア 学部・学科 

≪経済情報学部≫ 2 ・「基礎数学Ⅰ（再履修クラス）」について   
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期に把握し、リメディアル教

育や少人数教育による個別指

導の充実を図る。 

・「リメディアル数学」及び「基礎数

学Ⅰ（再履修クラス）」導入の効果

を、引き続き検証する。また、修学

に関する要対応学生の早期発見に

向けた取組として、各担当教員（チ

ューター教員）による注視を引き

続き行うと同時に、修得単位数や

GPA 等の客観指標をマクロレベル

で俯瞰できるところは明確に可視

化して、全教員で共有する。 

は、数学が苦手な学生を抽出して例題や

類題を解かせる演習型指導を行ってい

る。講義型を交える場合でも、少人数クラ

スであるため学生の手が止まった箇所を

見逃すことなく、必要なヒントを適宜与

えることができている。通常クラスでは

どうしても数学力にバラつきが生じてし

まうが、再履修クラスではその問題がな

く、取りこぼしも少なくなるため、有効に

機能していることが確認できる。 

対して、「リメディアル数学」では、履修

登録者の一割程度しか対面授業に参加せ

ず、また同時に用意している VOD 教材の

閲覧数も伸び悩んでいる状況である。「リ

メディアル数学」は、「基礎数学Ⅰ」のレ

ベルに達していない学生が積極的に履修

すべきであるが、履修を避ける傾向が見

られる。これについて、ただちに「リメデ

ィアル数学」必修化のような措置を取る

ことは困難なものの、「基礎数学Ⅰ」のシ

ラバスに「リメディアル数学」レベルの質

問には回答しない旨の注意事項を書き入

れて強く履修を促すとともに、年度初め

のオリエンテーションやチューター会合

を通じて同様の指導を実施する等、今後、
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何らかの対応が求められる。なお、単位数

不足・GPA不良の要対応学生（2年生以上）

については、年度初めの教授会において

情報を一覧化して共有した上で、各チュ

ーターに指導徹底を依頼した。 

≪日本文学科≫ 

・課題を抱えた学生の把握及び医務

室・学生相談室・事務局員・学科教

員が連携した支援と指導を継続す

る。C4 教室を日文拠点とした個別

の修学サポートを行う（日文なん

でも相談日（第４木曜日）・日文卒

論レポート部屋（学期末）） 

3 ・チューター教員が授業出欠状況をチェッ

クし、医務室と連携しながら、課題を抱え

た学生（要対応学生）への早期対応を行っ

た。単学期ごとの GPA 変動も含めて、年

に複数回、全学科生の情報を集約し、学科

会議で対応方針の確認を行った。経過観

察の体制を強化するために、過年度生及

び 1～4 年次の要対応学生に副チュータ

ーを付ける「副チューター制」を運用し

た。C4 教室を拠点とした日文何でも相談

日・日文卒論レポート部屋の事業は、ぴあ

サポートのラーニングコモンズでのサポ

ート事業に引き継ぐ形で実施した。 

  

≪美術学科≫ 

・引き続き、要対応学生の早期発見、

コース及び学科での情報共有に努

め、医務室・学生相談室との連携を

密に取る体制を堅持して、当該学

生への適切な対応にあたる。 

また、定期的な面談・ミーティン

3 ・要対応学生の早期発見、コース及び学科

での情報共有に努め、医務室・カウンセリ

ング担当者との連携を密に取る体制を堅

持して、当該学生への適切な対応にあた

った。 

また、定期的な面談・ミーティング、指導

に際しては、学生の作品ファイル等を活
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グ、指導に際しては、学生の作品フ

ァイル等を活用し、個々の学生に

とって必要な指導を行う。 

用し、個々の学生にとって必要な指導を

行った。 

イ 教養教育 

【教務委員会】 

・（教養教育科目等、全学共通教育と

して）新型コロナウイルス感染症

が収束しない中で、オンライン授

業が増え厳密な出欠管理がますま

す重要な項目となりつつある。令

和４年２月に実施したオンライン

授業における出欠管理方法につい

ての実態調査データをまとめ、実

際の授業の中で取り入れられてい

る実例を紹介するとともに教員間

での情報共有を行う。また、出欠管

理の重要性を定期的に周知する。 

3 ・令和 4 年度は多くの授業が対面で実施で

きる状況となったが、一部の大人数の授

業で講義室間のオンライン配信にともな

う出欠管理の方法についての困難さも目

立った。令和 3 年度に行ったオンライン

授業における出欠についての実態調査の

まとめを全学的に周知し可能な限り 2 段

階確認の方法を取るよう推奨した。 

授業の出席状況は修学の根拠として奨学

金制度にも影響があることから、各学科

教務委員を通じて授業担当教員へ出欠登

録を行うよう呼びかけを行った。（1/24ポ

ータルサイト配信） 

  

（２） 幅広い視野と豊かな人間性をもち、国際的に通用する人材の育成 

（中期目標）教養教育、国際交流事業等により、幅広い視野と豊かな人間性を涵養し、外国語でのコミュニケーション能力を身につけた国際的に通用するグロ

ーバル人材を育成する。 

①  社会科学と人文、芸術系を

幅広く学ぶ本学独自の教養科

目を充実させる。 

ア 学部・学科 

≪経済情報学部≫ 

・前年度と同様、新型コロナウイルス

感染症が拡大傾向にあった場合、

3 ・新型コロナウイルス感染症が完全に終息

しない状況のため、今年度も三学科連携

での取り組みについては保留状態となっ

  



20 

 

オンラインを使用した３学科連携

の講座やイベントの計画を進め

る。困難な場合は、本学科の講座や

イベントに他学科の学生が参加で

きるような取組を実施する。 

たが、学科においては、各研究室で、「街

中ゼミ（歴史を刻む経営－尾道本通りの

商店街の老舗を訪ねて－)」の実施、尾道

市内の文化財保護のあり方や寺院を中心

とした観光対策、街づくりの拠点を設置

した若い方たちの取り組みを学ぶフィー

ルドワーク、市内の病院における「尾道方

式」医療体制の聞き取り調査等、尾道地域

の人々から学生が学び、ともに尾道地域

について考える機会を提供することがで

きた。 

≪美術学科≫ 

・全学的な方向性を見定めながら、美

術学科が提案できる教養教育科目

を検討する。 

2 ・全学的な方向性を見定めながら、美術学

科が提案できる教養教育科目（案）を検

討することとしていたが、以前に素案を

打診した「地域（活性化）論入門（仮称）」

について、「地域総合演習」の開講が見送

られたため、当該素案をこれ以上に検討

することが難しいとの判断で一致した。 

  

イ 教養教育 

【教養教育委員会】 

・「Topics in Language, Culture, 

and Society」について、授業状況

及び改善すべき点を確認する。今

年度新規開設科目「数学の基礎と

歴史」について、授業状況、および

3 ・「Topics in Language, Culture, and 

Society」の履修者は 16 人で、13人が単

位を取得した。 

・「数学の基礎と歴史」の授業状況として

は、8割程度の学生が概ね毎回授業と演習

に取り組んだ。学生からも高評価を得て
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改善すべき点を確認する。 おり、この授業を通して、数学に前向きな

想いを感じた学生が増えたのではないか

と考えられる。 改善点としては、毎回の

テーマにちなんだ演習問題で難易度にば

らつきが大きくなり、生活で役立つ実践

的な問題の出題が少なくなってしまった

点があげられる。次年度以降は、演習問題

を回次によって難易度設定を見直すこと

と、社会・生活で実践的な問題を豊富にそ

ろえて、数学により興味を持ってもらえ

るようにする。 

【教務委員会】 

・前年度の検討により、自然科学分野

の教養教育科目として「数学の基

礎と歴史」の新規開設を決定し、教

養教育科目の分野的な偏りを是正

した。今年度も引き続きカリキュ

ラムマップをもとに科目の廃止や

新設を検討していく。 

3 ・教養教育科目における科目の廃止や新設

等、本学の学生にとって必要な教養科目

の充実のために、教養教育委員会からあ

げられたカリキュラムの妥当性の検証を

行った。 

・日本文学科の教員が担当する「文章表現

法入門」の講義内容及び科目名を変更し

令和 5 年度からメディア授業として開講

することを決定した。「文章表現法（学術

的文章）」「文章表現法（実用的文章）」の

二つに分け、多様化する文章表現のあり

方に対応した指導できるようにした。 

  

② 海外留学等のプログラムの

充実・促進を図るとともに、地

ア 学部・学科 

≪経済情報学部≫ 3 ・ヨーク大のオンライン短期留学プログラ   
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域の歴史や文化への理解を深

める中で、国際社会と積極的

にかかわることが出来る人材

を育成するプログラムを開発

する。 

・引き続き「特別演習Ⅴ」を実施する。

英ヨーク大学のオンライン留学プ

ログラムには「English Language 

and Culture」と「English Language 

and Business」の二系統がある。学

生が自らの関心に応じて両者を使

い分け、国際的な教養を深めると同

時に専門性を高められるよう参加

を働きかける。また、新型コロナウ

イルス感染症の状況を見極めなが

ら、現地での対面型プログラムの活

用を検討する。 

ム ELCの参加は無かったが、ELB（令和 4

年 8 月開催）には 1 人が参加し、良好な

成績を収めた。ELB プログラムの成績は

課題のスコア（Learning log）（40％）と

プレゼンテーションのスコア（Business 

content and skills）（60％）の合算から

なり、本学学生を例にとれば、多くは 70

点台後半である。これに最終レポート（日

本語 2000 字もしくは英語 600 ワード程

度）の水準を加味して成績評価を行って

いる。今年度は春季に ELBの開催がなく、

よって「特別演習 V（及びⅥ）」の単位認

定対象者は上記 1 人のみとなった。コロ

ナ禍の中で受講生が減少傾向にある。次

年度は現地派遣を視野に動くことになる

ため、それを機に受講生の増加を期待し

たい。 

≪日本文学科≫ 

・留学生が履修する授業の中で母語

や文化を紹介する機会をつくり、

相互の異文化理解の契機とする

（「日本語学概論」「日本語学講義

Ⅱ」等）。学科行事への留学生の参

加を引き続き勧め、相互の交流機

会を増やす。 

3 ・留学生 1 人につき、教員１人が責任を持

って対応にあたり、要対応と判断された

場合、Teams 等を利用して担当の教員間

で対応を協議した。また、「おのみち文学

三昧」等への参加を募り、日本の文学・

文化への理解が深まるようにした。また、

「日本語学講義Ⅱ」では 2 人の台湾出身

留学生が台湾語について日本文学科の学
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生の前でプレゼンテーションを行った。 

≪美術学科≫ 

・引き続き、地域の環境（久山田町、

鞆の浦、大久野島等）や地域の施設

（福山市立動物園、広島市安佐動

物公園等）を活用した教育プログ

ラムについて、対面・オンライン等

の授業実施形態を考慮して課題内

容を決定する等、柔軟な姿勢で取

り組む。 

3 ・地域の環境を活用した教育プログラムを

コロナ禍の中、本学のルールを遵守しな

がら継続的に実施した。日本画コースに

おいては近隣地域へのスケッチや展覧会

見学、油画コースでは近隣の環境を活用

したスケッチや大学美術館での進級制作

展（3年生対象）、デザインコースでは地

域活性化課題等のプログラムの内容充実

（大学美術館での展示、しまなみ交流館

大ホールを使用しての発表会の再開）に

取り組んだ。 

 

 

 

 

 

イ 教養教育 

【教養教育委員会】 

・各留学プログラムの実施状況につ

いて把握し、次年度の実施方法に

おける改善すべき点を確認する。 

3 ・各留学プログラムの実施状況について把

握し改善点を確認した結果、新型コロナ

ウイルス感染症拡大で留学への意識が薄

まっている学生に対して広報活動が必要

であることが想定される。社会情勢が変

化する中で可能な形態での語学研修への

案内を行った。 

  

【地域総合センター】 

・「尾道学入門」の講義を通じ地域学

の知識を幅広く修得できるよう、

さらなる内容の充実を図る。特に、

今年度は、尾道市の喫緊の課題に

4 ・今年度も引き続き新型コロナウイルス感

染症拡大防止対策が必要であったため、

「尾道学入門」は、事前に収録した講義

動画をオンライン配信する形式で実施し

た。また、オンデマンド形式で 1 週間視
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ついて尾道市長に講義を依頼し、

日本の地方都市共通の問題につい

て学生が学び、考える場を設ける

予定である。 

また、前年度に引き続き、尾道市に

おいて主体的に活動を行っている

NPO 法人や芸術に造詣の深い外部

講師を招き、本学学生が尾道に関

する理解を深めることができるよ

うに努める。 

聴可能とし、復習にも役立つようにした。

受講者数が 337 人と昨年度と比べ約 1.3

倍の学生が受講し、多数の学生に向けて

尾道の地域学の講義を届けることができ

た。 

また、今年度は、尾道市行政の課題や取り

組みに関する受講回を設け、尾道市長に

尾道の観光事業の成果について講義を依

頼し、学生にとって身近な社会との関わ

りを深める授業を行うことができた。さ

らに、尾道のまちづくりに関する受講回

を 4 回ほど設け、空き家再生の取り組み

や他地域および他国との比較を通して学

生が理解を深めることができた。 

ウ 国際交流 

【国際交流センター】 

・引き続き、協定校等で実施されるオ

ンラインによる留学プログラムの

情報収集及び学生への案内を行う

とともに、夏季受入プログラムへの

参加を検討する。 

3 ・夏季オンライン語学研修に関しては学生

に周知をしたが参加者はヨーク大学 ELB

コースに参加した 1人だった。 

・春季海外語学研修は対面で行う予定で、

新型コロナウイルス感染症拡大前の参加

者の体験談等も紹介しつつ今年度の研修

についての説明会を行った。説明会には

17 人ほどの学生が参加し、結果 10 人の

学生から参加申込があった。（シドニー大

学 10 人） 
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・今年度は新型コロナウイルス感染症の影

響もあり、夏季受け入れプログラムの実

施は中止した。 

・12 月には地域住民・団体の方を本学へ招

き、本学学生及び留学生との交流会、報告

会を行い、交流を図った。 

③ 適切な学期制の検討、効果

的な外国語授業の実施等によ

って、国際的に通用する教育

プログラムを実施する。 

ア 学部・学科 

≪経済情報学部≫ 

・「外国書講読Ⅰ」「外国書講読Ⅱ」に

ついては、CEFR 基準の導入可否も

含めて、引き続き担当教員の意見

も聴取しながら検討を重ねる。ま

た、両科目の履修者数が減少して

いることから、その原因を明らか

にするとともにクラス数減（現状

では４）もにらんだ対策を練る。

「英語重点トラック」に組み込ま

れているビジネス英語との関係性

も視野に入れ、それぞれの科目の

特性を引き出せるような方針を案

出する。 

2 ・語学科目ではなく専門科目であるという

特性に照らして、CEFR基準の適用は望ま

しくないと判断した。他方、履修者数の急

激な減少（前後期計 5 クラスを合算して

も受講生数が 20人に満たない）について

は、オンライン科目に受講生が集中する

のに対し、少人数による対面実施と判明

している科目には受講生が集まりにくい

という傾向に理由の一端があると分析し

た。 

  

≪美術学科≫ 

・引き続き、留学生が来日してからの

面談等のコミュニケーションをき

め細やかに取り、個々の希望に即

3 ・私費外国人留学生（2年生）に対して、面

談等のコミュニケーションをきめ細やか

にとり、当該学生の希望に沿って、履修

登録の指導、また、受講に関するフォロ
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した履修科目を提案する。 ーアップをチューター教員が中心となっ

て行った。 

イ 教養教育 

【教養教育委員会】 

・第 2外国語科目において、外国の文

化や言語を体感できるような内容

を授業の中に取り入れ、充実化を図

る。 

3 ・第 2 外国語の各科目のシラバスから、授

業内容や教材の工夫により、言語を学ぶ

のみでなく、その文化に触れることにも

重点が置かれていることが確認された。 

  

④ 教養教育をより充実するた

め、責任ある実施・運営体制を

整備するとともに、教養科目

の見直し、充実に取り組む。 

ア 学部・学科 

≪経済情報学部≫ 

・引き続き「リメディアル数学」や「基

礎数学Ⅰ（再履修クラス）」新設の

効果を検証する。「基礎数学Ⅰ」や

「統計学Ⅰ」といった数理解析の基

幹科目について、入試の種別を問わ

ず本学科学生が一定程度の習熟度

を共有できるようにするため、さら

なる施策の導入を、担当教員の意見

も聴取しながら検討する。 

3 ・「基礎数学Ⅰ（再履修クラス）」の運営は軌

道に乗っているが、「リメディアル数学」

には、本来履修すべき学生が履修してい

ない、出席率が極端に低い、といった問題

が生じている。問題の解決のためには何

らかの制度的工夫が必要になってくるも

のと思われるが、まずは「基礎数学Ⅰ」シ

ラバスに数学力の要件を明記し、新入生

オリエンテーションで「リメディアル数

学」の必要性を再三強調し、対象候補と思

しき新入生に対し各チューターが「リメ

ディアル数学」受講を勧める等の対応に

より改善がみられるかどうかを検証すべ

きだと認識している。 
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≪日本文学科≫ 

・全学対象の「文章表現法入門」のカ

リキュラムの検証とマス授業にお

ける効率的で実効性のある文章指

導の方法を検討する。 

4 ・履修人数と開講期によって習熟度が異な

っていることから、文章のジャンルを限

定して効果的な授業を展開するため、講

義内容の一部変更とそれに伴う科⽬名変

更を行うことにした。前期はリアクショ

ンペーパーやレポートにおける文章表現

を扱う「文章表現法（学術的文章）」（前

期、1年次～）」として開講し、後期は通

信文や報告書における文章表現を扱う

「文章表現法（実用的文章）」（後期、1年

次～）として開講することとした。 

  

≪美術学科≫ 

・引き続き、全学対象の教養教育科目

である「美術表現入門」について、

アクティブ・ラーニングの要素を

取り入れた授業方法を案出し、実

施する。 

3 ・今年度、全学対象の教養教育科目「美術

表現入門」については、全回、対面授業

での開講となったが、その中では、金箔

を用いて素材の特性等を体感するプログ

ラム、「目を観て描く」等の課題で、自ら

が手を動かし、体感することによって学

びを得るアクティブ・ラーニングの要素

を持った講義内容を取り入れたものとし

て実施した。 

  

イ 教養教育 

【教養教育委員会】 

・前年度に引き続き「英語重点トラッ

ク」の周知方法を検討し、学生の取

組状況を把握する。 

3 ・英語重点トラック必修科目 「Topics in 

Language, Culture, and Society」 にお

いて、本トラック希望者数（6人）を把握

した。さらに希望者を増やすために、周知
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方法を検討する必要がある。 

（３）専門的知識と技能を身につけ、社会に貢献できる人材の育成 

（中期目標）高度な専門的知識と技能を持ち、独創的な表現力、高いコミュニケーション能力を育てる教育内容と教育方法を開発し共有することにより、社会

に貢献できる人材を育成する。 

① 組織的な教育実施体制を強

化するため、入学から卒業・修

了までの一貫した組織的な教

育・学修支援体制を構築、並び

により厳格で公正な成績評価

の実施など、高度な専門的知

識と技能を持った人材を育成

する。 

ア 学部・学科 

≪経済情報学部≫ 

・引き続き、諸科目の成績分布を抽出

して、成績分布に偏向や歪みがな

いかどうかを GPCA ガイドライン

に照らしてチェックする。また、卒

業論文の質的向上を図るため、引

き続き複数教員による卒業論文の

チェック体制を採用するととも

に、問題点がないかどうかを検証

する。 

3 ・前年度同様、前期に開講された専門科目

（演習除く）の GPCAを算出した。対象科

目数は 43である。その結果、GPCAが 3.0

以上の科目は 4.7%（2/43）、1.0未満の科

目は 2.3%（1/43）となり、2.0 を基準と

した場合に極端な上振れもしくは下振れ

を見せる科目はほぼ皆無である。ただし、

「経済学入門Ⅰ（ミクロ）」2 クラスの

GPCAはほぼ一致しているのに対し、「情報

活用基礎Ⅰ」の 3クラス中 2クラスのGPCA

が依然として基準を大きく上回り、残る 1

クラスと乖離しているため、次年度以降

の調整が必要である。 

・卒業論文の相互チェック制度を今年度も

実施した。大半のゼミが、卒論合同発表会

に参加するか、提出済み卒論の他教員に

よるチェック体制を組むかの、いずれか
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を選択している（その他は中間発表会の

他教員観覧等）。 

≪日本文学科≫ 

・専門的知識・技能と高いコミュニ

ケーション能力を育てるために、

組織として一貫性のある教育支援

体制をとる。そのために、引き続き

外部指標としての文章読解・作成

能力検定を活用した指導を行う。

適切な評価を行うためのルーブリ

ックやポートフォリオの検討を継

続し、発展的指導に結びつける。 

3 ・感染防止の対策をとりながら、対面での

文章読解・作成能力検定は予定通り順調

に実施した。評価と指導を連動させるル

ーブリック・ポートフォリオの充実活用

は、ルーブリックの利用とこれを意識し

た学修活動は定着をみた。ポートフォリ

オの作成・活用は一部科目（情報処理演

習のレポート作成等）で促進した。 

  

≪美術学科≫ 

・引き続き、学修に有用な順次性を考

慮した年間の課題の内容等を案出

し、公正な成績評価に結び付ける。

また、評価規準・基準案と学修ポー

トフォリオ案との連動について精

査し、可能であればコースや学年、

期間を限って試行する。 

3 ・学修ポートフォリオについて、来年度後

期より、3年生を対象に試験導入すること

とし、そのための様式の原案を策定した。 

評価基準との連動に関しては、学修ポー

トフォリオの質問項目等が煩雑になるた

め、無理に連動させることが得策ではな

いことを共有した。 

  

イ 教養教育 

【教務委員会】 

・前年度に引き続き出席率と GPA 等

の成績データをもとに学生指導を

3 ・引き続き学期ごとの GPA の変化を確認し

つつ、学生指導に活かしていく。 

経済情報学部、日本文学科ではゼミ生の
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行う。また、自己点検・評価委員会

の「オンラインでの「学び」に関す

る調査」等も参考にしながら学生

指導に活かしていく。 

選択指標に GPA の成績データを利用して

いる。また GPA データをもとに成績評価

の低い学生の保護者への通知等に利用し

ている。 

ウ 進路指導 

【キャリア開発委員会】 

・前年度に実施した地元企業ガイダ

ンスについては、学生にとって有益

な内容となるように柔軟に検討し

実施する。業界研究会については、

学生のニーズを考慮しながら、オン

ライン、対面式両面から利点を考

え、学生にとって、より有益な企業

選定や実施方法を検討する。学生に

関する情報は引き続き、学科とキャ

リア開発委員会で共有し、各学生に

応じた就職指導を行っていく。 

3 ・地元企業ガイダンスについては、尾道商

工会議所と連携し、11月～12 月にかけて

計 3 回、延べ 9 社を招いてオンラインに

て実施した。本学学生の尾道市内の企業

に対する認知度を高めると共に、大手だ

けでなく中小企業へも視野を広げること

ができるような内容であった。 

・業界研究会については、遠方の大手企業

や有名企業を中心に 60 社を厳選しオン

ラインで開催した。また地元企業につい

ては、別途対面式での実施を計画し、県内

外の幅広い業界や企業での情報収集がで

きるよう、支援を行っていく。 

・学生に関する情報は、本委員会、各学科及

び学生相談室との間で継続して情報共有

を行った。 

  

② 将来目標を意識しながら、

実体験を通じて学ぶインター

ンシップ・プログラムや事前・

事後学習等を、学部・学科の専

ア 学部・学科 

≪経済情報学部≫ 

・キャリア教育について、前年度から

開発を始めている課題解決型プロ

3 ・新たに採用したキャリア特任教員を中心

に、参加企業を昨年度 10 社から 38 社に

増やし、課題解決型プログラムを行う企
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門教育と繋がった体系的なも

のとする。 

グラムの内容の充実に取り組む。

加えて、キャリア開発委員会の主

導のもと、経済情報学部での概念

学習とインターンシップ等での具

体的体験が適切に循環するよう、

デザイン思考やデービッド・コル

ブが提唱した経験学習モデルに基

づいた事前事後学習やインターン

シップ学生の支援に参画する。 

業を 6社から 13社に増加させた。学生は

大学での理論的学修と課題解決型のイン

ターンシップの就業体験とを経験するこ

とで、今後経験学修モデルをベースにし

た事前・事後学修を大学での学修で活か

せるきっかけをより多く提供できた。 

≪日本文学科≫ 

・学科の専門教育と将来目標や進路

設計が連携することを意識したポ

ートフォリオの活用を継続する。 

3 ・ポートフォリオの活用を継続することで

学生の将来設計への意識付けを図るとと

もに、インターンシップ体験報告会への

参加を促した。 

  

≪美術学科≫ 

・引き続き、大学美術館を活用した実

施可能なインターンシップや、デ

ザインワーク、展示作業等の OJT

（アルバイトを含む。）の実施に取

り組む。 

3 ・大学美術館を活用したインターンシップ

を実施した。 

・デザインワーク、展示作業等の OJT につ

いては、21人（卒業生 5人、院生 2 人、

学部生 14人）が参加した。 

・学芸員資格の取得に係る博物館実習を実

施した（A 日程：8 月 23、24、26、27 日

（4 日間）参加学生 10 人、B 日程：8 月

29、30、31日、9月 1 日参加学生 9 人）。 

  

ウ 資格指導 

【キャリア開発委員会】 

・学生の専門性と結びついた、産学連

3 ・キャリア特任教員が中心となり、インタ

ーンシップの受入企業の新規開拓を推進
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携による課題解決型インターンシ

ップ・プログラムを構築する。 

するとともに、計画として掲げた課題解

決型のインターンシップ・プログラムに

ついては、企業と連携しながらプログラ

ムの構築を進め、結果として 13 社の企業

が課題解決型のプログラムを導入し、実

施した。 

（４）教育力の向上 

（中期目標）アクティブ・ラーニングを具体化する教育内容と教育方法の向上を図り、各学科の特性に応じたファカルティ・ディベロップメントを恒常的に実

施する。また、学生が自主的かつ主体的に学習に取り組むための教育施設、学習環境や学習支援体制を整備する。 

① アクティブ・ラーニングの

充実や外国語による授業の実

施等に向け、教員個々の教育

力を向上させるファカルテ

ィ・ディベロップメント活動

を全学的に展開する。 

ア 学部・学科 

≪経済情報学部≫ 

・新型コロナウイルス感染症の状況

に関わらず、今後もオンラインによ

る授業や研究活動は継続していく

と考えられる。オンライン授業で利

用可能な技術、ツールや著作権など

の制度について講習会の開催や資

料配信等を通じて情報共有を進め

る。一方、海外語学研修については、

感染状況が収束後、現地での実施、

また、それに伴う引率等の推進を再

開する。 

3 ・著作権に関する最新の情報を調査し収集

した。収集した資料は Teams の経済情報

学部 Team上にリンクを掲載し、いつでも

確認できるようにした。また、資料中の大

学教育に関わる部分（複製、公衆送信等）

については、該当ページを示し容易に確

認できるようにした。 

期間：2022年 10月 20 日〜現在 

共有資料『文化庁 著作権テキスト（令

和 4 年度版）』『文化庁 学校における教

育活動と著作権（令和 3 年度改定版）』

『文化庁 著作権制度に関する情報一

覧』 

・春期休業中における海外語学研修の再開

に向けて、学生の募集を実施した結果、オ
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ーストラリアへの語学研修参加者が集ま

り、研修を実施することになった。そのた

め事前研修も含めて、徐々に新型コロナ

ウイルス感染症拡大以前に近しい状況で

の教員個々の教育力向上に繋がる準備が

できつつある。 

≪日本文学科≫ 

・アクティブ・ラーニング的手法を用

いた授業の情報交換や教員相互の

授業観察等、積極的なファカルテ

ィ・ディベロップメント活動を推

進する。 

3 ・アクティブ・ラーニング科目としての演

習科目「日本語学基礎演習」で日本語学

分野 2 人の担当教員が授業担当者となっ

たため、ファカルティ・ディベロップメ

ント上の情報交換や授業改善の具体的な

活動が密に行われた。Teams 上での授業

運営実施が浸透し、健康上の理由で授業

実施が困難になった教員のフォローが迅

速適切に行われた。 

  

≪美術学科≫ 

・授業実施形態に合わせた、実施可能

なファカルティ・ディベロップメ

ント活動を行う。 

3 ・新型コロナウイルス感染症予防に十分に

注意しながら、各教員が他コースや他教

員の授業等を見学することを一部再開し

た。また、Teamsを用いて実習授業の一部

の講評を配信した。これにより、他教員の

指導内容及び方法を観察することに繋が

り、各教員が自身の教育スキルの向上に

結び付ける機会を意識的に持つことがで

きた。 

  

イ 教養教育 
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【教育研究推進委員会】 

・教員に対する聞き取り等、アクティ

ブ・ラーニングや外国語による授

業の充実に向けた取組を推進する

ための課題等を整理・検討する。ま

た、個々の教員の教育力向上を目

的にファカルティ・ディベロップ

メント活動を実施する。 

3 ・新型コロナウイルス感染症拡大防止の観

点から、外部講師を招聘した講演会は実

施せず、代わりにオンライン授業の設計

と実践について、オンライン授業の現状

や効果及び課題、またそうした状況から

見えてきた今後の方向性に関するファカ

ルティ・ディベロップメント研修会を、11

月 17 日（木）オンラインで開催した（講

師は、関西大学教育推進部 岩﨑千晶教

授）。研修会には、17人が参加した。なお、

実施日は他業務等繁忙期であったため、

研修会に出席することができなかった人

向けに、研修内容を録画したものをポー

タルサイトを利用して共有した。 

  

② 全学ディプロマ・ポリシー

を具体化したカリキュラムと

その自主学習を促進するポー

トフォリオシステムを整備し

充実させる。 

ア 学部・学科 

≪経済情報学部≫ 

・引き続き、自己評価カルテの提出を

各チューターより早めに促す。ま

た、各教員から提出された改善案

を踏まえてカルテの項目内容を精

査し、必要に応じて項目数の加減

を検討する。 

2 ・カルテの提出率については、2年生は前年

度と同様の理由により、ほぼ 100%を維持

している。ただし最後の段階に位置する 2

つのカルテ、すなわち「10～1月の自己学

修記録」及び「後期の反省と春休みの学修

目標」については例年、入力が疎かになる

ため、各チューターや Teams の 2 年生全

員チームを通じて呼びかけを行った。1年

生についても各チューターや Teams の 1

年生全員チームを通じて入力を促すメッ
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セージを発信したが、入力率は依然、伸び

悩んでいる。一部のチューターは「基礎演

習Ⅰ」の時間を用いて入力を指導する等、

かなり早期からアクションを起こすとと

もに直接的な介入を行っているので、同

様の試みを学部内で横に拡げていけば、

近く大幅な改善が見られ始める可能性が

高い。参考までに入力率のデータを添え

る。1年生は、全 5カルテ中 3カルテ以上

に入力済みの者の割合は 33.1％であり、

全く未入力の者が 43.6％に上る。これに

対し 2 年生は、3 カルテ以上の入力者が

全体の 89.4％を占め、未入力の者はわず

か 3.8％しか存在しない。 

カルテの項目変更については、特に要望

が見られなかったため行う必要なしと判

断し、実施しなかった。 

≪日本文学科≫ 

・日文ポートフォリオの安定活用の

ために、フィードバックのあり方や

内容の見直しを継続する。 

3 ・日文ポートフォリオの記入指導と活用が

学科全体に徹底する状況になるには課題

が残ったが、3年のゼミ選択・相談にかか

わる前提作業としてのポートフォリオ記

入を課す等で記入蓄積の習慣化をすすめ

た。 
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≪美術学科≫ 

・「美術学科 学修ポートフォリオ（仮

称）」について、作品画像の取り扱

いを含め、学科共通のフォーマッ

トの作成に取り組む。 

3 ・「美術学科学修ポートフォリオ（仮称）」に

ついて、学科会議において、作品画像の取

り扱いを含め、学科共通のフォーマット

を検討し、来年度後期に試用するための

様式を作成した。 

  

（５）学生の受入れ 

（中期目標）全国的な入試改革に対応して優れた学生を受け入れるための入試改革を行うとともに、各学部・学科の特長を積極的に広報し、優秀で学習意欲の

高い学生の受入れを促進する。 

① ３つのポリシーが本学の理

念・目標、学部・学科の特性を

踏まえたものとなっているか

を検証しつつ、それを高校生

や市民等に分かりやすく具体

的に伝える取り組みを強化す

る。 

ア 学部・学科 

≪経済情報学部≫ 

・引き続き入学者アンケートを実施

し、アドミッション・ポリシーをは

じめとする 3 ポリシーの浸透度合

いを計る。また、入学後の学びへ意

欲を増やせるように、大学生も目

にすることができる高校生向けの

広報資料（オープンキャンパス資

料等）も引き続き Web 上での展開

を続けていく。 

3 ・大学で学ぶ際に必要になる基本理念につ

いて周知を図るため、本学受験を考えて

いる受験生向けの動画を作成し、Web サ

イトに追加した。これについては現在本

学に在籍する 3 年生の実際の声を動画化

したものであり、聞き手にとって非常に

親身に捉えやすいものとなっていると考

えられる。 

  

≪日本文学科≫ 

・大学案内やオープンキャンパス、高

校訪問等で、高校生や市民へのア

ドミッション・ポリシーの広報を

充実させる。カリキュラム・ポリシ

3 ・認証評価にかかわって、3 ポリシーの検

証と改定が実施された。 
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ー、ディプロマ・ポリシーとの整合

性をとりつつ、新教育課程に即応

した入試制度の検討と、アドミッ

ション・ポリシーの適切性の検証

を継続する。 

≪美術学科≫ 

・入学後の取組や制作内容から情報

収集を行い、アドミッション・ポリ

シーとの整合性や外部への浸透度

合いを検証するとともに、大学進

学説明会の合格作品展示などを通

して、高校生や市民に対して周知

を図る。また、今年度の実習授業の

各課題のねらい等が、カリキュラ

ム・ポリシーと整合性を取れてい

るか検証し、修正が必要なものに

関しては、逐次修正を行う。最新の

３ポリシーについては大学案内や

ホームページなどを通して発信を

行い、高校生に対して周知する。 

3 ・3ポリシーの改定案の作成に取り組み、執

行部会議等へ上申した。 

  

イ その他 

【広報委員会】 

・新型コロナウイルスの感染防止の

態勢が求められる中、可能な部分

より対面での広報活動を実施して

3 ・3 ポリシーを初めとする本学の教育研究

活動をめぐる指針ならびに求める学生像

等を、広報活動を通じて具体的かつ明確

に周知するように努めた。キャンパスツ
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いく。また、利用できる情報発信手

段を最大限駆使することを心がけ

つつ、3 ポリシーをはじめとする

本学の教育研究活動をめぐる指針

ならびに求める学生像等を、具体

的かつ明確に周知するように努め

る。 

アー、オープンキャンパスは 2 年ぶりに

対面で実施し、ポリシー等の周知に努め

た。また、岡山・広島・尾道（本学）三会

場で行っていた高校教諭等との懇談会

を、本学を会場とする対面・オンライン

のハイブリッドで開催する初の試みも行

った。参加校は 61 校と少なかったもの

の、遠方の三重、兵庫、愛媛、香川、島根

県の高校教諭にも参加いただけ、アンケ

ートの結果は概ね好評であった。 

② 大学の理念や各学部・学科

の教育・研究活動を具体的に

分かりやすく情報発信する広

報活動を強化する。 

イ その他 

【広報委員会】 

・Web サイト掲載情報の充実を図る。

まず現状を点検する期間を設け、

各学部学科の教育・研究情報を定

期的に更新し、情報が伝わりやす

い効果的な Web デザインを行う。

前年度に定めた「本学教職員の対

面による広報活動指針」に照らし

て支障がないと判断される活動に

ついては、開催あるいは参加する

ことを前提に進める。同時に、各学

科内で、広報活動に対する理解を

より広く深く得られるように、折

に触れて適切な学内コミュニケー

4 ・大学の理念や各学部・学科の教育・研究

活動を具体的にわかりやすく発信するた

め、Web サイトの点検期間を設け、各学部

学科の教育・研究情報を見直すとともに、

訴求力を高めるため、写真等視覚的な要

素を取り入れた。学生による大学におけ

る教育や学生生活の動画コンテンツも新

たに撮影し、受験生の関心が集まる共通

テスト後に配信し、令和 5 年 3 月末まで

に 1591回の総再生回数となっている。新

型ウイルス感染症拡大の影響が少し弱ま

り、対面での活動を徐々に開始する形と

なった。SNS では各媒体の特性に合わせ

情報発信を展開し、Instagram では学内
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ションを図っていく。 の印象的な画像による情報発信を続けて

いる（フォロワー数：Instagram約 480、

LINE 登録数約 325/3 月末現在）。高等学

校における進路説明会にも可能な限り参

加するようにし、説明会や模擬授業への

参加、来学対応数は合計 91 件で、コロナ

禍前（令和元年度）の 83 件より増加した。

本学教員が高校生に対して直接、教育研

究活動あるいは入試に関わる情報を伝え

ることができたといえる。実績は次のと

おりである。高等学校での説明会・模擬

授業 54件（オンライン：経情 5／対面：

経情 36、日文 6、美術 7）、ブース設置相

談会 35件（オンライン経情 1／対面：経

情 2、美術 10、企画広報室 22）。例年多く

見られる高校生一行の来学は 2 件であっ

た。 

③ 少子化の進行や、全国的な

入試制度改革の変化に対応し

た、入試制度の改革と見直し

を行う。 

イ その他 

【入試制度検討委員会】 

・引き続き、入試制度変更の影響が入

学した学生の学修状況に現れてく

るか検証していく。また、高校訪問

や進路担当者との懇談会において

は、高等学校からの意見を収集し

ていく。共通テストにおける「情

3 ・前期中に１回、また前期成績を踏まえ後

期中に１回、入学後の学生の学修状況に

ついて各学科より報告し合った。経済情

報学科の資格・検定等の取得による加点

があった学生は相対的に入学後の成績が

よいこと、日本文学科と美術学科を含め、

入試制度変更における大きな影響はない
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報」の科目については、新学習指導

要領に基づく高等学校の教育実態

を把握し、また他大学の対応等の

情報を収集して、本学の対応方法

を検討する。その他、アドミッショ

ン・ポリシーと照らし合わせなが

ら、現行の各試験における方法や

内容の適切性について検証を行っ

ていく。 

ことを確認した。高校訪問と進路担当者

との懇談会における高等学校からの意見

が報告され、本学の入試に対する問題点

の指摘がないことを確認した。 

・令和７年度からの入試についての変更を

検討した。その結果、共通テストにおける

「情報Ⅰ」を選択科目として利用するこ

と、美術学科の外国語（英語）を「IC プ

レイヤー等を利用する試験」を含むもの

に変更することを 9月 30日に発表し、日

本文学科学校推薦型選抜における出願要

件の変更（調査書「全体の学習成績の状

況」が 4.0 以上の者から 3.6 以上の者へ

の変更）、一般選抜個別学力試験における

「高等学校入学以降の主体的な取組」に

ついての加点枠の新設、また「国語」の出

題範囲についてを 12 月 28 日に発表、さ

らに、経済情報学科一般選抜個別学力試

験「数学」「英語」の出題科目名と範囲に

ついてを 1月 31日に発表した。 

・前年度の入試について分析結果を報告し

あい、検討課題について共有した。現行の

アドミッション・ポリシーの問題点につ

いて検討し、改定案を策定した（12 月 8

日教育研究審議会で承認）。 
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④ 地元地域の高校や高校生に

対する効果的な広報活動を行

う。 

イ その他 

【地域総合センター】 

・近隣地域の高等学校や高校生に向

けて、本学 Web サイトや SNS、オー

プンキャンパスを利用して広報を

積極的に行う。また、紙メディア

（チラシ）での広報も継続する。文

学談話会や教養講座等は対面での

開催を目指すが、前年度と同様に

動画配信にも対応できるよう準備

し、より効果的な開催を目指す。 

3 ・文学談話会や教養講座の広報について

は、前年同様 Web サイトや進路指導教員

宛のチラシ配布、Facebook等の SNS を通

じて行った。 

・教養講座では、全 3回 63名の参加者のう

ち 6名が高校生の参加者であった。 

・情報科学研究会では、高校生をメインタ

ーゲットとして、尾道市・福山市・三原市

の全高校にチラシ・ポスターを配布した。

全参加者 20名のうち 4名が高校生であっ

た。 

  

【広報委員会】 

・近隣の高等学校からの説明会や模

擬授業の依頼については、原則対

応することとし、結びつきを維持・

強化する。また、学生が祭り等の地

域行事にボランティアで参加する

等、「準公式」のイベント等につい

ては広報委員会として情報収集を

行い、SNS等を通じて積極的に発信

していく。 

3 ・近隣の高等学校からの説明会や模擬授業

への依頼については、原則対応し、コミ

ュニケーションを維持・強化した。広島

県、岡山県の高校訪問数 122 校、説明会

への参加 34 校、模擬授業への参加 12 校

また、学生の地域行事への参加、ボラン

ティア活動、展覧会活動等についても広

報委員会として情報収集を行い、インス

タグラム等を中心に SNS 等を通じて積極

的に発信を行った。 

  

（６）大学院教育 

（中期目標）各研究科の特色を生かした研究・創作活動を充実させ、社会に貢献できる人材を育成するとともに、留学生及び社会人の受入れ、学部からの一貫

した教育システムを開発する等、それを実現するための体制を整備する。 
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① 経済情報研究科・日本文学

研究科では専門能力を生かし

た研究者・指導者養成、美術研

究科にあっては持続的な創作

活動に携わる作家・デザイナ

ーの養成を目指してカリキュ

ラムを充実させる。 

ア 研究科 

≪経済情報研究科≫ 

・引き続き院生に対するニーズ調査

から導かれた課題である早期履修

制度、大学院授業科目及び学部科目

の履修に関して、対応策を具体化し

可能なものから解決していく。 

4 ・今年度オリエンテーションより、大学院

生の学部科目の履修プロセスの説明を行

い、リカレント教育を受けられることを

周知している。 

・授業間の連携を意識し、大学院の専門科

目であった「数理計画法特論」を廃止し、

新たに「経済情報数学特論」を開設するこ

とにした。また、「経営情報管理特論」を

「情報管理特論」に名称変更及び基礎科

目から専門科目・情報系にカテゴリ変更

を行った。それに伴い、「経済情報数学特

論」を基礎科目とすることとした。 

・多様な研究を実施できるよう、「尾道市立

大学大学院経済情報研究科における特

論，研究演習、研究指導（論文指導）開講

についての申し合わせ」を改定し、次年度

からは講師も就任 3 年目より研究演習等

を担当できるようにした。 

  

≪日本文学研究科≫ 

・カリキュラムの妥当性やニーズの

検証を継続して行い、必要に応じ

てカリキュラムを改善する。 

3 ・ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・

ポリシー、アドミッション・ポリシーの

改定作業を行う中で、現行カリキュラム

の妥当性について検討し、研究指導（論

文指導）を通年科目からセメスターに分

割する修正（令和 3 年度改定作業、令和
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4 年度から実施）等を行った。 

≪美術研究科≫ 

・引き続き、大学院生と指導教員のき

め細かいコミュニケーションを通

して、院生個々の状況に合わせた

研究指導を行う。 

3 ・各研究分野において、対面指導を中心に

行った。 

・絵画研究分野及びデザイン研究分野とも

に、研究計画の進捗状況、計画に即した制

作に関してのディスカッション、ミーテ

ィング等、教員と学生の間で双方向のコ

ミュニケーションの充実を図った。 

  

② 学部生の内部進学を進める

ため、学部・大学院一貫教育プ

ログラムの開発・整備に取り

組む。 

ア 研究科 

≪経済情報研究科≫ 

・引き続き大学院の修了研究内容発

表会を実施し、この結果を分析す

るとともに、新型コロナウイルス

感染症が収束した後に向け、教育

効果を配慮した対面形式の発表会

やリアルタイムでのオンライン発

表会の実施について検討する。ま

た、大学院のカリキュラムマップ・

カリキュラムツリーの草案につい

て、学部と大学院での学修の連続

性を考慮し、さらに精査する。 

4 ・修了研究内容発表会は、リアルタイム双

方向で実施すべく、Teamsを用いた報告会

の準備を進めている。また、『学生便覧』

に掲載する「研究指導のスケジュールと

研究指導概要」を策定した。これにより、

修了研究内容発表会も正式に大学院の年

間スケジュールに組み込み、周知に努め

る。 

・カリキュラムマップ・ツリーについて、全

面的見直しを行った。 

・学部生の内部進学を進めるため、早期履

修制度についての説明会を 12月 8日(木)

の昼休みに学部 3 年生を対象として、12

月 9 日(金)の昼休みに学部 2 年生を対象

として Teams を用いたオンラインにて行

った。 
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≪日本文学研究科≫ 

・学部生向けガイダンスの実施、過去

の修了生と学部生の接点をつくり、

個別の面談等で院進学希望者の掘

り起こしに努める。 

3 ・大学院進学希望者からの希望を受けて、

過去問の解答に対する添削と、院進学に

向けて試験対応準備について、個別相談

に応じた。令和 5 年 3月 23日学部生向け

に、大学院進学のためのガイダンスを実

施し、3人の参加があった。 

  

≪美術研究科≫ 

・引き続き、大学院への内部進学をさ

らに推し進めるべく、進学希望者

の個別の面談に随時応じ、学部生

向けの大学院説明会を開催する。

また、学外からの受験を拡充する

べく、大学院入試情報の発信につ

いて、その方法等を検討し、実行す

る。 

3 ・大学院への内部進学をさらに推し進める

べく、各コースにおいて、年度始めの全体

説明の機会に加え、4月と 7 月、学部生向

けに入試を含む大学院の詳細について説

明する機会を設けた。学生参加人数は 37

人であった。また、内部・外部を問わず、

随時、個別の相談に応じた。 

・大学院入試情報の発信については広報委

員会の取り組み状況を待って、改めて検

討することとした。 

  

③ アドミッション・ポリシー

に適合する十分な能力と意欲

を持つ人材について、本学学

部卒業生や社会人、留学生な

ど多様な分野からの受入れを

促進する。 

ア 研究科 

≪経済情報研究科≫ 

・引き続き秋入学を実施するととも

に、秋入学者への対応について検討

する。具体的には、長期履修制度や

既修得単位の申請を行う可能性が

ある秋入学生に対して、どの時点で

当該制度の説明を行うか等、前年度

の実績を踏まえ検討する。また、リ

4 ・秋入学について、今年度の新規入学者は

0 人であった。既存の秋入学者には、4月

のオリエンテーション時に、修了時期を

踏まえた説明を行った。また、社会人院

生を意識し、長期履修制度や既修得単位

の申請についても、オリエンテーション

時に説明を行うようにした。 

・留学生については、今年度末に 3 人が修
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カレント教育についても引き続き

検討を行う。 

了した。うち 1 人は台湾嘉義大情報管理

学科との二重学位協定に基づき 20 年度

の選考を経ての入学者、残り 2 人は学部

3 年次編入留学生からの内部進学者であ

る。また、修士 1 年には 2 人の留学生が

おり、1人は学部私費留学生からの内部進

学者、もう 1 人は学部 3 年次編入留学生

からの内部進学者である。そして、今年度

9 月入試では一般入試での留学生の合格

者も出ている。これらに加え、台湾嘉義大

企業管理学科と令和 4 年度中に新たに協

定を結び、さらなる留学生数の拡大と派

遣元の多様化を行う予定である。 

・リカレント教育について、今年度オリエ

ンテーションより、昨年度のリカレント

教育に対する本研究科の調査により求め

られていた学部授業の履修について、そ

のプロセスを周知した。また、大学院科目

に対する前置科目として挙げられる学部

科目について、講義担当教員に調査を行

った。昨年度に引き続き、教育上有益と認

められる学部科目を大学院の修了要件単

位に加えるか等検討を行ったが、具体化

にはいたらなかった。 

・アドミッション・ポリシーを改定し、入学
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前に身に付けてほしい資質・能力を明確

化した。 

≪日本文学研究科≫ 

・明確化されたアドミッション・ポリ

シーをもとに、卒業生・社会人・留

学生を対象とした大学院教育の広

報活動に努める中で、入試で採用し

た「学修調書」提出により、学びた

いものとのミスマッチを解消する。 

3 ・広報活動を通したアドミッション・ポリ

シーの開示と、学びの履歴と学修計画を

ポリシーを踏まえて述べる「学修調書」

を活用し、特に私費留学生選抜では、動

機・研究計画・学修履歴の有効な判断材

料となることを確認した。 

  

≪美術研究科≫ 

・学外からの受験生へ向けて、Web サ

イトにおける大学院入試情報、教

育情報の充実を図る。また、内部進

学をより推進するため、学部や大

学院の講評時に、学部生、院生双方

が、それぞれの講評に参加できる

ような仕組を検討する。 

3 ・学外からの受験生へ向けて、Web サイトに

おける大学院入試情報、入学してからの

研究指導概要、研究指導スケジュール等

の掲載等の充実を図った。 

・内部進学をより推進するため、学部や大

学院の講評時に、学部生、院生双方が、そ

れぞれの講評に参加できるような仕組み

を検討し、対面及び Teams上で実施した。 

  

イ 国際交流 

【国際交流センター】 

・引き続き協定校に対し、本学の研究

科やその前提となる学科の特徴等

の情報を詳細に伝えるとともに、希

望者に対し個別相談の機会を提供

する。また、本学学部へ在籍中の留

学生に対して本学大学院への進学

3 ・大学院修了予定者の発表会を公開し、学

部生が自由に閲覧して質問する機会を設

けた。大学院修了予定者の発表は学部留

学生に刺激を与えた。 

・大学院進学を促すために、編入留学生も

対象に含めて個別相談の機会等を設け

た。 
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を積極的に働きかける。 

ウ 広報活動 

【広報委員会】 

・Web サイトの大学院ページを充実

させる。社会人、留学生を含む研究

科在籍者の体験談等を掲載し、学

外から大学院教育・研究の実態に

アクセスしやすくなるよう工夫す

る。また、Web サイトで受験希望者

に対する面談を適宜行うことを示

し、学内においては学科やコース

で説明会等を実施し、学内外両輪

の広報・周知活動により受入れの

促進を行う。 

3 ・Webサイトの大学院ページに「大学院生・

修了生の声」を新たに作り、留学生、外部

受験による入学生を含む研究科在籍者及

び修了生の体験談を掲載した。学内にお

いては学科やコースで説明会等を実施

し、学内外両輪での広報・周知活動により

受け入れの促進を行ったが、Webサイトで

外部受験希望者に対する面談についての

告知は行うことができなかった。 

  

２ 研究の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 

（１）研究の活性化 

（中期目標）各教員が高い独創性を持った優れた研究を推進する。また、地域課題に即した研究を促進するとともに、研究成果やゼミ等の教育活動を積極的に

広報し、研究成果を地域に還元していく。 

①  国内外の学会・研究会議

での発表、査読付き専門誌

や学会誌への論文投稿、展

覧会の開催、学内外の研究

者との共同研究等を促進

し、研究の活性化に取り組

ア 学部・学科 

≪経済情報学部≫ 

・台湾国立嘉義大学との合同カンフ

ァレンスについては、対面（台湾嘉

義市において開催）による実施を計

画している。新型コロナウイルス感

3 ・今年度のカンファレンスは対面開催を予

定していたが、新型コロナウイルス感染

症の拡大が収まる気配を見せなかったた

め、見送りとなった。オンライン開催の方

途もあり得たが、（対面授業に似て）現地
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む。 染症による社会状況の変化を見極

めながら、今年度中の実施に向けて

台湾国立嘉義大学との調整に努め

る。 

教員に対して、国内外で開催され

る学会での発表や参加、学術雑誌

への論文投稿、提携校の教員との

共同研究を引き続き奨励する。 

対面開催がもたらす議論の活性化効果は

きわめて大きいこと、本来が奇数年の行

事であることから、無理をして偶数年に

開催する必要はないこと、等の理由によ

り、次年度、台湾嘉義での開催に向けて進

めることとなった。 

・教員の国内外の学会参加と発表、学術雑

誌への論文投稿、提携校の教員間での共

同研究等を奨励した。 

≪日本文学科≫ 

・研究者経歴、論文リストなど最新の

情報の管理公開はリサーチマップ

を活用し、学会発表、論文を通した

個人ないし共同研究の研究成果の

発信・公開に努める。 

3 ・教員・学生の研究活動の活性化のために、

おのみち文学三昧において、本学教員・

学生による研究発表会及び外部講演者を

招いての公開講演会を実施した。研究発

表会での発表者にはその成果を『尾道市

立大学日本文学論叢』に投稿するよう促

し、発表者全員の論文を掲載する形で、

研究の活性化に取り組んだ。学長裁量研

究費による高大連携についての共同研究

を行い、高等学校教員とのオンライン研

究会を実施し、成果を紀要論文化するこ

とができた。 

  

≪美術学科≫ 

・引き続き、各教員が間断なく制作・

研究に取り組み、国内外で成果発表

を積極的に行う。また、Web サイト

3 ・油画コース教員の大学美術館での個展開

催、日本画コース教員の公募展出品及び

受賞、油画コース教員の公募展出品、個展

開催、グループ展参加、また、紀要等への
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における教員ページの改善につい

てより更新が容易な方法を具体的

に検討して提案していく。 

成果の発信（リポジトリにおける公開を

含む）等において、積極的に成果発表を行

った。 

・Web サイトにおける教員ページの改善に

ついては、自己点検・評価委員会の実施す

るリサーチマップの研修に参加を促し、

まず、実技系教員にとってのリサーチマ

ップの有用性を確認した。 

イ 施設整備 

【教育研究推進委員会】 

・教員の研究発表、論文投稿、展覧会

の開催、学内外の研究者との共同

研究等、大学として研究活動を促

進するための新たな取組について

検討するために情報収集を実施す

る等、実施可能なものを着手する。 

4 ・ファカルティラウンジの利用状況につい

て、教員共同で申請した学長裁量教育研

究にかかる打ち合わせや科研費に関する

情報交換等の場として活用できているこ

とを確認した。研究活動促進のための新

しい取組としては、各学科より以下の報

告を受けた。経済情報学科では、地域活性

化を目的とする共同研究「デジタル技術

を活用した人口移動・滞在動向調査分析

事業」について、尾道市、日本ユニシス株

式会社との三者による共同研究に取り組

んでおり、今年度は尾道市役所内での報

告会を 4回実施しつつ、3月から 9 月に

いたる収集分のデータのオープンデータ

化を提供した。美術学科では、展覧会 3

件、国内外での学会・研究会議発表 1 件
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を実施した。日本文学科では、共同研究

「高大接続の観点からの日本文学科入学

者選抜試験の分析と検討」（学長裁量教育

研究費）に取り組み、高等学校教員（国語

科）を参加対象者としたオンライン研究

会を実施した。 

②  教員、学生等の研究活動

を公開するコンテンツを設

けて、研究活動の成果を社

会に還元する。 

ア 学部・学科 

≪経済情報学部≫ 

・「尾大通信」だけでなく、Web サイ

トでの研究結果の紹介や研究室紹

介、インタビュー記事の掲載等に

は引き続き積極的に取り組む。 

3 ・本学受験を考えている受験生向けの動画

を作成した。これについては現在本学に

在籍する 3 年生の実際の声を動画化した

ものである。研究室でどのような研究や

学修を行っているかについて述べられて

おり、聞き手にとって非常に親身に捉え

やすいものとなっていると考えられる。 

  

≪日本文学科≫ 

・引き続きオープンソース化するコ

ンテンツの選定と公開方法の検討

を行う。 

3 ・「尾道市立大学リポジトリ」において『尾

道市立大学日本文学論叢』等を継続的に

オープンソース化している。また教育研

究業績について、各教員でリサーチマッ

プを継続して公開している。 

  

≪美術学科≫ 

・引き続き、大学美術館での成果発表

の充実を図るとともに、D 棟内の

展示スペースを活用し、学生の授

業作品や教員の研究活動発信の場

とする。 

3 ・油画コース教員（稲川准教授）の個展の開

催、カリキュラム展、進級制作展、教員展

の開催等、大学美術館での教員、学生等の

成果発表の充実を図った。 

・D 棟 1 階において作品を展示することが

可能な「オープンスタジオ」の利用申請に
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関する規約を整備し、学生の授業作品や

自主制作の作品の発信の場として、また、

プレゼンテーションや講評の場として利

活用した。 

ウ 広報活動 

【広報委員会】 

・オープンデイズページの維持管理

ならびにコンテンツの充実を図っ

ていく。Web サイト上で教員紹介

ページを随時充実させ、一般の方

に教育研究内容に対する理解を促

進する。Web サイトや「尾大通信」

を通じて本学教員及び学生の活動

実態（受賞、取得資格、クラブ活動

実績等）を、情報の受け手に応じて

カスタマイズしつつ、分かりやす

く伝えていく。大学美術館等付属

機関でのシンポジウム及びトーク

イベント等もよりアクセスしやす

い形で公開する。 

3 ・学生の研究活動を紹介する動画を作成

し、Webサイトで公開した。Webサイトか

ら「尾道市立大学リポジトリ」へのリン

クを張り、研究履歴へのアクセスを作り

出した他、サイト内の教員紹介ページを

随時更新し、教育研究内容に対する理解

を促した。本学教員・学生の活動実態（受

賞、取得資格、クラブ活動実績等）を、

Web サイトでは随時発信し、大学通信で

は半期ごとに情報を集約し、まとめて発

信した。大学美術館等付属機関でのシン

ポジウム・トークイベント等も Web サイ

トから複数の経路でリンクを張り、アク

セスしやすい形とした。 

  

（２）研究の実施体制 

（中期目標）学内外の共同研究や産学連携を推進するとともに、必要な支援体制を整備する。また、科学研究費補助金等の外部研究費の積極的な獲得を目指す。 

① 学内研究費を活用した教員

の個人研究・共同研究を推進

ア 学部・学科 

≪経済情報学部≫ 3 ・採択された申請書と科研費関連の情報共   
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するとともに、科学研究費補

助金等外部資金への申請率を

教員の 70％以上となるよう取

り組む。 

・科学研究費補助金を含む外部の競

争的資金への申請を促す取組につ

いて検討を継続する。 

有を実施した。 

学部の教員に呼びかけ、若手研究（B）1

件、若手研究 1件、基盤研究（C)3件の採

択された申請書を収集した。 

・申請書、科研費の資料、リサーチマップ資

料をまとめ、科研費申請に関係する資料

集を作成した。作成した資料集を、経済情

報学部のファカルティラウンジにて公開

し、学部内で共有した。公開期間は令和 4

年 7月 14日〜10月 5日である。 

・教授会等を通じて制度の変更点等の情報

を共有し、科研費への申請を促した。 

≪日本文学科≫ 

・継続して科学研究費補助金申請検

討会を実施し、その内容の充実に

努める。 

3 ・科研費の申請書類について、9月 21 日に

Teams 上でリアルタイム型のオンライン

検討会を実施した。また、9 月 21日から

9 月 25日にかけて、各申請書に対するコ

メントを Word のコメント機能を用いて

随時 Teams 上で投稿し、申請内容の充実

化を図った。その他、日本文学科教員 7

人による共同研究「高大接続の観点から

の日本文学科入学者選抜試験の分析と検

討」（学長裁量教育研究費）に取り組み、

12 月 26 日に高等学校教員（国語科）を

参加対象者としたオンライン研究会を実

施した。 
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≪美術学科≫ 

・引き続き、科学研究費補助金申請に

向けた有志の勉強会を開催すると

ともに、積極的に美術系の助成事

業等の外部資金関連の情報を収

集・共有し、申請に向けて積極的に

活用する。 

3 ・科研費申請に向けた有志の勉強会を実施

し、1 人が参加した。 

・助成金を含む外部資金関連の情報収集等

については、Teams等を使用して情報共有

を図った。 

  

イ その他 

【教育研究推進委員会】 

・科学研究費補助金等の外部資金へ

の申請率を向上させるために、各

学部学科の要望や状況を確認した

上で、組織的で具体的な取組を検

討するために他大学の取組等の情

報収集を行う。その上で、申請率が

向上するような取組を検討し、可

能なものから実施する。 

3 ・新型コロナウイルス感染症拡大防止の観

点から、外部講師による科研費申請に向

けた講演会形式での実施は行わず、代わ

りに各学科での取組み（申請書の下書き

等の情報共有、Teamsリアルタイム会議に

よる申請内容に関しての意見交換）を実

施した。 

  

② サバティカル制度の充実、

学内競争的資金等の活用によ

り、学内外の共同研究を推進

する。 

ア 学部・学科 

≪経済情報学部≫ 

・次年度のドイツでのサバティカル

実施に向けて、対象教員は具体的

な準備を進めているが、今後の社

会状況により実施が困難な場合、

変更等の必要な措置をとる。学内

4 ・当初、コロナ禍の影響によりサバティカ

ル研究の実施が懸念されたが、計画通り 1

人の教員をドイツへ派遣することがで

き、現地での研究も無事に進んだ。 

・来年度のサバティカル制度の実施に向け

て、積極的に候補者を募集したが、残念な
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外の共同研究の推進のため、学長

裁量教育研究費に積極的に応募す

るよう、本学部教員に呼び掛けて

いく。 

がら今回は応募する教員がいなかった。 

・今年度、本学部教員から学長裁量研究費

への応募が共同研究 1 グループ（3 人）

と、単独研究 1 人の応募があり、両者と

も採用された。 

≪美術学科≫ 

・引き続き、公募展に向けた研究会等

を含め、学内外の共同研究を積極

的に展開する。また、３月開催予定

の「教員展」の方向性を協議し、実

現を図る。 

3 ・公募展に向けた研究会への参加、海外美

術大学教員の招聘等、学外の共同研究を

積極的に展開した。 

・美術学科に所属する教員等が手がけるさ

まざまな領域・レベルの「近作」を発信す

る「教員展」を令和 5年 3月 11 日から開

催することができた。 

  

イ その他 

【教育研究推進委員会】 

・サバティカル制度を利用した教員

や共同研究を実施している教員へ

の聞き取り等を実施し、大学とし

て共同研究を促進する方法等につ

いて検討する。 

3 ・令和 3 年度にサバティカル制度を利用し

た教員（新型コロナウイルス感染症の影

響のため、国内拠点大学での実施）への聞

き取りから、研究面は有意義であったこ

と、また、本学での同制度の更なる充実に

向けて、国内利用を含めた運用見直しに

前向きであることを確認した。学内競争

資金を利用した教員への調査によって、1

年単位の研究期間に対し、予算運用開始

が 4 月を超過するため、共同研究の開始

時期や弾力的運用に制約が生じていると

の指摘を複数件受けた。外部資金につい
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ては、Teamsによる情報提供を持続してい

る。 

３ 学生への支援に関する目標を達成するためにとるべき措置 

（１）学習の支援 

（中期目標）学生の進路や達成目標に沿った履修指導、学習支援、進路支援等を適切に行う。また、学習に課題を抱える学生について、個々の学生の状況や特

性をふまえた卒業までの支援を行う。 

① ポートフォリオ・自己評価

カルテを用いた学生自身によ

る自己管理と、共有化した情

報を活用したチューター等に

よるきめ細かな学習支援・進

路支援に取り組む。 

ア 学部・学科 

≪経済情報学部≫ 

・自己評価カルテの早期提出率が向

上すれば、各チューター教員が一

つひとつのカルテにコメントを付

けるきめ細やかな指導にも繋がる

ことから、カルテ記入を習慣付け

られるようなインセンティブを学

生に与える仕組を検討し、カルテ

提出率の向上を図る（特に１年生、

及び前期までの２年生）。 

2 ・カルテの入力指導、及びコメント入力の

タイミングについては、各チューターに

一任している状況である。チューターに

よって対応に差異があり、よって 1 年生

の入力率は伸び悩んでいる（未入力率

43.6％）と同時に、2 年生後期のゼミ募集

時を迎えてようやく 1 年生配当のカルテ

入力を終える者が後を絶たない。カルテ

入力率の早期段階における向上のため、

今後は、「基礎演習Ⅰ」の時間を何らかの

かたちで割き、カルテ入力（「1 年生前期

の学修目標」「4～7月の自己学修記録」「前

期の反省と夏休みの学修目標」の 3 つを

対象とする）からチューターによるコメ

ント付与までの一連の流れを 1 年生全員

に体験させ、事実上、チューターの手を離

れる１年生後期以降も自ら入力が進むよ

う促すことを提案中である。 
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≪日本文学科≫ 

・日文ポートフォリオ、日文ルーブリ

ックの運用を確実なものにし、デ

ータの蓄積と分析を進める。分析

内容を学生への指導にフィードバ

ックすると同時に、学科の指導体

制のチェックと問題点の検討に結

びつける。 

3 ・日文ポートフォリオ、ルーブリックによ

る学修活動の自己評価は定着してきた。

データの分析とフィードバック、個別の

指導への活用に引き続き努めることとし

た。 

  

≪美術学科≫ 

・引き続き、各コース、各年次のカリ

キュラムの内容について検証し、

必要に応じて改善を図る。 

3 ・各コース、各年次のカリキュラムの内容

について検討を重ね、たとえば油画コー

スにおいて、自由制作の作品を発表する

進級制作展（1〜3年生対象）を設ける、

日本画コースにおける制作期間の変更、

デザインコースにおける 2 年生の前期課

題を学生が選択可能とする令和 3 年度の

変更の効果の検証等の試みを行った。油

画コースでは実技課題終了時に制作を振

り返って各自が自己評価を行うアンケー

トを実施し、講評や面談でのフィードバ

ックで活用した。 

  

イ その他  

【自己点検・評価委員会】 

・「授業改善アンケート」、「学生によ

る到達度・自己評価アンケート」に

おける回答率の低さの原因を分析

3 ・コロナ禍が続いている中、授業に対する

学生のストレス（不安）をできるだけ解消

するため、「授業改善アンケート」や「学

生による到達度・自己評価アンケート」の
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し、具体的な改善策を検討し、可能

なところから実施する。また、授業

改善の学生へのフィードバックの

手法について検討する。 

回答から読み取れる学生の要望や必要な

改善点を分析し、担当部署に連絡し対応

を求めた。一方、アンケート回答率が低い

原因を検証する中で、アンケートに回答

できない授業があるという不具合が判明

したため、ポータルサイトで作成するア

ンケート作成の設定を変更することで改

善を行った。 

② 成績不良者・退学者数を減

ずる課題整理と体制整備を行

う。 

ア 学部・学科 

≪経済情報学部≫ 

・引き続き、成績不振者、退学の可能

性がある学生、及び退学者につい

ては教授会の席で網羅的に情報を

提供し、全教員での問題意識共有

を図っていく。また、出席状況の把

握についても、非常勤講師を含め

た各教員によるポータルサイトの

出欠登録機能活用を促すため、注

意喚起を込めたメッセージの発信

の仕方を工夫していく。 

3 ・学生の成績不良等の情報については、年

度初めの教授会の席で全教員間で共有

し、特にチューターにあたる教員には当

該学生の注視を依頼した。データで見る

かぎり、過年度生予備軍（2年生から 3年

生に進級できない、あるいは 4 年生のま

ま卒業できない蓋然性が大きい）の厚み

は低下してきている。例えば令和 2 年度

入学者を例に採ると、年度初め時点にお

ける取得単位が 60 に満たない学生は休

学等を除くと 13人に過ぎず、うち 7 人が

後期のゼミ募集に応募し、内定を得てい

る。また令和元年度入学者を例に採った

場合、年度初めの取得単位が 80 未満の学

生数は 11人である。オンライン授業も多

数開講されている中、いくぶんか単位を
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取得しやすい状況を反映していると見る

こともできるが、その場合でも向学心を

失っているわけではないことから、要対

応学生をめぐる状況はひとまず改善に向

かっていると評してよいだろう。 

≪日本文学科≫ 

・問題を抱える学生の早期発見早期

対応のための情報共有を、いっそ

う細やかにスピード感を持って行

う。教員による対応のムラがでな

いように相互のフォロー体制を整

える。 

3 ・問題を抱えている学生については、学科

と医務室・学生相談室・事務局が連携を

とり、情報共有を行った。さらに、チュ

ーターが速やかに細やかに連絡をとり、

面談を通して学生の状況を具体的に把握

するよう努めた。また、学科会において、

チューターが学生の状況を具体的に説明

し、学科内での情報共有を図った。 

  

≪美術学科≫ 

・引き続き、巡回指導や面談、また、

オンラインによるコミュニケーシ

ョン等によって、個々の学生の抱

えている問題を適切に把握すると

ともに、医務室や学生相談室等と

連携して学生対応にあたる。 

3 ・巡回指導や面談等によって、個々の学生

を適切に把握するとともに、要対応学生

の早期発見とコース内・学科内での情報

共有に努め、また、医務室やカウンセラ

ー、修学支援委員会等と連携し、学生対

応にあたった。 

  

イ その他 

【教務委員会】 

・引き続き成績不振学生と出席率との

関係について注視していく。また、

オンライン授業での出席登録の重

3 ・障害学生修学支援委員会や医務室と連携

し授業への出席率を注視し成績不良学生

の早期発見と早期対応を引き続き行っ

た。 
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要性について定期的に各教員に呼

びかけを行う。 

・6 月に全学生を対象として前期授業形態

に関するアンケート調査を行った。その

結果から、学期途中にオンラインから対

面へ授業形態が変更した授業について、

切り替え自体がストレスとなっていると

いうことがわかった。このことからオン

ライン授業と対面授業が混在する現在の

状況について、対応が必要であることが

確認された。 

③ 障害のある学生に対する修

学支援を強化するため、障害

に関する研修を実施するとと

もに、サポート学生を養成し、

ピアサポート体制を構築す

る。 

イ その他 

【障害学生修学支援委員会】 

・障害学生やその家族が修学支援に

ついて相談しやすくなるような情

報発信に取り組む。また、オープン

キャンパス等で入学前相談の場を

設定する。 

・引き続き、教職員連携体制のもと、

障害学生の修学支援に取り組む。同

時に、学修につまずいている学生を

早期に発見し、必要な支援に繋げる

ためのサポートを行う。 

・関連部署と連携した教職員研修会

を開催し、障害学生修学支援に関す

る理解・啓発を図る。 

・４月はじめの新入生サポートを中

3 ・障害学生やその家族が修学支援について

相談しやすい場を作り、受験の可能性が

ある障害学生を把握することを目的に、

8 月 11日に開催されたオープンキャン

パスで「障害学生修学支援に関する個別

相談」窓口を開設した。計３件の個別相

談があり医務室担当者と学科委員の 2人

で対応を行い、本学の支援状況や各障害

に対する配慮内容について説明した。 

・令和 4 年度も教職員連携体制のもと、障

害学生の修学支援に取り組んだ。令和 3

年度の学期途中から取り組み始めた学生

の状況把握を前期 5月と後期 10 月に実

施し、修学支援コーディネーターに情報

共有を行うようチューター教員に依頼し

  



60 

 

心に、学生団体によるピアサポート

活動が効果的に展開されるように

支援する。 

た。また、支援申請にはいたっていない

が教職員連携対応が必要な状況にある学

生を「準支援学生」と位置付け、継続的

な対応を行ってきたが、「支援学生」と

の区別を分かりやすくするため、次年度

からは「見守り学生」に名称を変更する

ことになった。 

・令和 4 年度の障害学生修学支援対象は

28 件（R5.1.23 時点）であり、それぞれ

必要に応じてケース会議を開催し支援を

行った。教員からの情報共有をきっかけ

に「準支援」としたケースが 5件あり、

ニーズに応じて支援を行った。 

・令和 4 年度は、学期途中からの支援申請

4 件や試験直前に支援学生以外からの試

験配慮申請 2件があり、対応に苦慮した

点があったため、早い段階からの把握に

努める必要性が明確になった。 

・障害学生修学支援に関する理解・啓発の

ための教職員研修として、日本学生支援

機構配信の研修動画の視聴と、学内研修

会(オンデマンド開催)（配信期間 3 月

17 日〜31日、委員会での新たな取組を

紹介）を実施した。日本学生支援機構配

信の動画視聴による研修を受けた教職員
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は 7人（教員 7 人、職員 0人）であっ

た。また、学内研修会(オンデマンド開

催)には 41人（教員 33人、職員 8 人）

が参加した。 

・学生団体によるピアサポート活動では、

今年度支援学生 1人が制度の利用を開始

した。 

（２）学生生活の支援 

（中期目標）学生が心身ともに健康で充実した大学生活を送ることができるように、学習・生活環境、課外活動、就職活動、その他学生の自主的活動を支援し、

活性化を図る。 

① 学生の経済状態、心身の健

康状態、アルバイトや課外活

動など、学生生活全般の状況

を的確に把握し、指導する体

制を整備する。 

イ その他 

【学生委員会】 

・第３回《学生生活実態調査》を実施

し、学生の経済状態、心身の健康状

態、アルバイトや課外活動等、学生

生活全般にわたって調査し、その

結果について過去《学生生活実態

調査報告書》のデータと比較しつ

つ分析を行い、本学学生が置かれ

ている現状を経時的に把握すると

ともに、指導体制の整備に活用す

る。 

3 ・第 3 回《学生生活実態調査》を実施し、

学生生活全般の現状について過去のデー

タと比較しつつ分析を行い、報告書を作

成するとともに学内外へ公開した。 

・本学学生の修学や生活の実態に即した学

生指導が可能になるよう「チューターの

手引き」を改定し、〈令和 4 年度版〉とし

て全教職員に配布した。 

・令和 4 年度も“食”の重要性について意

識啓発を行うべく取り組みを継続した。

令和 3 年度に引き続き管理栄養士による

食事・栄養講習会を 11/8 に実施し、151

人が対面参加した。この講習会は録画し、

全在学生がいつでも視聴できるよう URL
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を配信した。 

② 教職員が連携し、学生の自

主性を尊重しつつ、成績や適

性に応じた進路支援体制を構

築する。 

ア 学部・学科 

≪経済情報学部≫ 

・引き続き、キャリアサポートセンタ

ー主催で、就職活動の現状や分析

の情報発信を行う。採り上げる項

目を充実させた教員向け就職セミ

ナーの開催により、就職活動の現

状や分析についての情報共有をさ

らに推進する。 

3 ・キャリアサポートセンター主催で、就職

活動の現状や分析の情報発信を 2 回行っ

た。また、ポータルサイトのキャリアサ

ポートの部分を全ての教員にも配信する

ことで、キャリアサポートセンターの就

職活動支援のガイダンス等の情報を共有

する方向に進めた。 

  

≪日本文学科≫ 

・学科の専門性を活かすことができ

る教育や学習支援業、出版業等へ

の進路希望をふまえながら、学修

状況や適性に応じ、学科特性に合

わせた指導を推進する。 

3 ・日本文学科生に勧めたい内容の就職ガイ

ダンスについては、Teams で日文生向け

に発信し参加を促した。学生の進路希望

の把握は、従来通りゼミ担当教員があた

り指導を行った。 

  

≪美術学科≫ 

・引き続き、Teams 等を活用して美術

系求人情報の周知を図るととも

に、学生の希望や適性等を考慮し、

個別に伝達する。 

3 ・Teamsの「美術学科・美術研究科」チーム

において「job_2022 就職活動」チャネル

を活用して美術系求人情報や就職説明会

等の周知を図るとともに、学生の志望す

る進路・領域を面談等で把握し、また、

学生の適性等を考慮しつつ個別に伝達し

た。 

  

イ その他 
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【キャリア開発委員会】 

・就職ガイダンス等を通じて、業種や

企業についての知識を深めて、学

生が自ら主体的に企業を選定する

ことができるように支援する。ま

た、教員向け就職ガイダンスを引

き続き開催すること等で、各教員

の、学生の就職支援への意識を高

め、教職員連携体制を整える。 

3 ・本年度の就職ガイダンスについても、新

型コロナウイルス感染症拡大防止のた

め、ワーク系のガイダンス等一部の日程

を除き、オンラインでの開催となった。ガ

イダンスの案内については、対象学生だ

けでなく全教員にもポータルサイトより

掲示し、加えてガイダンスの参加対象者

を案内に明示することで各教員から直接

学生へガイダンスへの参加を促せる体制

を整えた。 

・キャリア特任教員による、本学教員向け

のガイダンスを 7月 28日にオンラインで

開催した。なお、アーカイブについては全

教員視聴可能とし、全ての教員が本学学

生の就職活動の現状について把握できる

環境を整えた。 

  

③ 学生生活に困難・問題が生

じた場合の対応について、危

機管理マニュアルやハラスメ

ント防止マニュアルを含めて

点検・見直しを行い、より効果

的なサポート体制を確立す

る。 

イ その他 

【ハラスメント委員会】 

・より効果的な学生サポート体制を

確立するために、メールでの相談

方法や部局間の連携について再度

検討する。 

3 ・学内の学生実態調査等を読み込むと、

年々増えている SNS ならではのハラスメ

ント事例が確認できる。それを踏まえて、

対策に何を優先して、何を伝えて行くの

かを委員のコンセンサスを探り始める。 

  

（３）キャリア形成の支援 

（中期目標）就業力の育成とともに、将来にわたってキャリアを深め、社会で中心的な役割を担うことができるキャリア教育の充実を図る。 
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① 国内外のインターンシップ

や実践的な演習を取り込ん

だ、キャリア教育科目の体系

的な整備を図る。 

【キャリア開発委員会】 

・キャリア教育について、前年度から

開発を始めている課題解決型プロ

グラムの内容の充実に取り組む。

加えて、大学での概念学習とイン

ターンシップ等での具体的体験が

適切に循環するよう、デザイン思

考やデービッド・コルブが提唱し

た経験学習モデルに基づいた事

前・事後学習を実施する。 

3 ・新たに採用したキャリア特任教員を中心

に参加企業を、昨年度 10 社から 38 社に

増やし、課題解決型プログラムを行う企

業を 6社から 13社に増加させた。 

・事前学習においては、学生と企業のベス

トなマッチングを目指し、学生それぞれ

の志向を演習形式で認識させて上で、

個々に面談を行い企業とのマッチングを

させた。 

 事後学修では、各自振り返りの後、プレゼ

ンテーションの概論を伝え、4回に分けて

全員が発表を行うことができた。 

  

② 社会人基礎力を育成する課

外講座を実施する。企業等と

の連携によるセミナーを開催

し、学生への情報発信、職業

観・勤労観の育成を図る。 

【キャリア開発委員会】 

・業界研究会や各種セミナー等で繋

がりができた企業に就職実践講座

やセミナーを依頼する。企業の人事

担当者だけでなく卒業生も講師と

して招くことにより、代理学習を通

じて、職業観や勤労観の育成を行

う。また、少人数によるワークショ

ップ等の実施も進めていく。 

3 ・企業の人事担当者、OB・OG を招いた業界

セミナーを合計 8 回開催した。地元企業

から大手企業まで、全てオンラインでの

開催であったが、実際に業界で働く社員

や本学 OB・OGの講話を聞くことにより、

職業観や勤労観の涵養を図ることができ

た。また、自己分析・エントリーシート作

成講座を対面によるワークショップ形式

で開催した。 

  

③ 関係部署が連携して、卒業

生の進路・活動の実態を把握

して、キャリア形成に役立つ

情報の整備と共有化を行う。 

【美術館】 

・引き続き、インフォーカス展におい

て卒業生の進路調査を行う。例年通

り出品者のポートフォリオを収集

3 ・卒業生の近況を紹介するインフォーカス

展（In Focus 13、油画；奥野恵理、日本

画；時任美佳、デザイン；佐藤勇）の機

会を捉え、卒業生の進路調査を行った。
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し、キャリアアップに繋げる。また、

在学生のキャリア形成に役立てる

ために、Teams を活用し、卒業生の

展覧会活動等を周知する。 

卒業生のキャリアアップに繋げるととも

に、出品者のポートフォリオを収集した。 

【キャリア開発委員会】 

・学科別に、ロールモデルとなる卒業

生を調査し、データベースを作成す

る。ロールモデルを選定する際に

は、地元優良企業はもとより、本学

学生の専門性や志向性を意識した

業界・事業所で活躍する卒業生であ

ることを考慮する。そして、講演会

やセミナー等目的に応じて適宜依

頼できるようにする。在学生向けに

卒業生と交流する機会を作ること

で、学生のキャリア形成に役立つ情

報を提供する。 

3 ・経済情報学科は製造業及び情報通信業、

日本文学科は学修支援業、美術学科は販

促用品企画製作業で活躍する卒後 3 年以

内の卒業生を講師として招聘し、パネル

ディスカッション形式でガイダンスを開

催した（オンライン）。実際の就職活動で

の体験や、入社してからの状況等、今後

の就職活動や入社後の心構え等について

講演いただき、学生のキャリア形成に資

する情報提供を行うことができた。 

  

（４）経済的支援 

（中期目標）奨学金制度や授業料減免等、学生への経済支援の充実を図る。 

① 奨学金制度の学内への周知

や授業料減免制度の改善など

により、生活面での学生支援

体制の整備を行う。また、学生

への支援費がより利用しやす

【学生委員会】 

・引き続き奨学金制度の利用状況に

ついて把握を行い、問題点がないか

確認する。新型コロナウイルス感染

症拡大による社会状況の変化を鑑

3 ・引き続き日本学生支援機構の奨学金制度

を活用し、定期採用（前期・後期）を軸と

して、学生が適切な支援を受けられるよ

う対応した。また民間団体の奨学金につ

いても随時案内を行うことで、学生が必
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くなるように、制度の改善及

び利用の促進を行う。 

み、学生への支援費の弾力的使用

等、より効果的な学生支援策につい

て検討する。 

要とする支援に結び付けた（コロナ禍の

緊急支援奨学金（総額 120万円）等）。 

・令和 4 年度も継続するコロナ禍で執行が

困難であった「チューター会合費」の弾力

的使用について決定し、学生支援に役立

てた。 

【事務局総務】 

・修学支援制度の周知を図り、経済的

支援を必要とする学生の利用促進

を行う。 

3 ・修学支援措置である授業料及び入学料減

免制度について、書面及びポータルサイ

ト等により周知し制度の利用を促進し

た。 

・授業料減免については、申請数は、前年度

の不採用者が申請を控えたこと等から、

1%程度減少したが、採用数は前年度と比

して 4%程度増加した。令和 4年度前期に

ついては、申請者 185 人、うち採用者 173

人であった。 

・入学料減免については、申請者 64人、う

ち採用者 58 人であった。 

  

第５ 地域貢献及び国際交流に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１ 地域貢献に関する目標を達成するためにとるべき措置 

（１）地域社会との連携・協働 

（中期目標）地域社会、企業、諸団体、学外教育研究機関等との連携・協働を推進し、大学が持つ多様な知的資源を地域に還元することで、経済、文化、教育等

の発展に貢献する。 

① 地域との交流・連携により、 【地域総合センター】 4 ・尾道文学談話会は事前予約制とし定員 20   
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地域を学びの場とする教育、

地域課題に取り組む科目の充

実を図るとともに、その研究

成果を地域に還元する。 

・引き続き新型コロナウイルス感染

症の状況に配慮しながら、対面で

の市民との交流・学修機会の提供

を目指す。対面での開催が難しい

場合は前年度と同様に動画配信に

も対応できるよう準備する。 

人の人数制限を行い対面で開講した。4～

9 月にかけて全 6 回を計画していたが、

講師都合により 1 回休会となり、全 5 回

の開催となった。ただし、毎回定員に近い

予約状況からみても、文学談話会は貴重

な地域貢献の場となっている。 

（総参加者数 61人） 

・教養講座は、しまなみ交流館から場所を

変え尾道市役所多目的スペースにて 3 年

ぶりの対面開催を行った。全 3 回、定員

各回 20人にて開催したが、キャンセル待

ちが出る回もあり、市民の関心の高さが

うかがえた。コロナに関する対応が緩和

された後は、来年度以降の受講定員につ

いても検討していく。 

（総参加者数 63人） 

・小川ゼミ主催の街中ゼミは、小川教授が

退職予定でゼミ募集を終了したため今年

度が最後の開催となった。10 月～翌 3月

にかけて全 6 回の開催となった。今年度

は、尾道の老舗商店の経営の歴史と地域

の関係について学生が調査し、各経営者

も招聘した上で、研究成果を発表した。毎

回 30～40 人ほどの参加があり、地域の

人々の関心の高さがうかがえた。 
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・しまなみ交流館において 20回目となる美

術学科の地域プレゼンテーション課題の

発表会を 3年ぶりに開催した。（総参加者

数 36 人） 

・経済情報学科の公開講演会においてクリ

エイティブディレクター・コピーライタ

ーの田中有史氏を招聘し、地域の方の参

加も募り、高校生や卒業生などの参加も

あった（総参加者 51人）。 

【図書館】 

・引き続き、学内発行物のリポジトリ

登録をして、広く公開していく。 

3 ・本年度の学内発行物のリポジトリ登録数

は 158件（総件数は 3241件）であり、予

定通りに公開を進めている。件数は、コ

ンテンツの量によって変動がある。 

  

【教養教育委員会】 

・前年度に引き続き、地域とかかわり

の深い科目である「地域の伝統文

化（囲碁）」「建築環境論」「尾道学

入門」の履修傾向や推移を調査し

て、学生への浸透度を評価する。 

3 ・抽選科目は初回抽選時の履修希望者数を

調べた。「建築環境論」では前期・後期と

も定員を大きく超過し、「文化財学」では

昨年度に続き定員を下回った。「地域の伝

統文化（囲碁）」では定員を上回った。「尾

道学入門」は、昨年度に続き今年度もオ

ンライン開講のため抽選はなく、336 人

が受講した。総じて学生への浸透は良好

であると考えられる。 

  

（２）地域への学習機会の提供 

（中期目標）地域との活発な交流を推進し、公開講座、公開授業、社会人の受入れ等を充実させることにより、地域に多様な学習機会を提供する。 

① 地域との交流の場を増加さ 【地域総合センター】 3 ・尾道文学談話会は事前予約制とし各回 20   
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せるとともに、公開講座・公開

授業等生涯学習の場を毎年 50

件以上創出する。 

・引き続き新型コロナウイルス感染

症状況に配慮しながら、地域に向

けて対面での講座開講を目指す

が、状況に応じて予約制・人数制限

を設け、参加者が安心して参加で

きる環境づくりに努める。対面で

の開催が難しい場合は動画配信に

も対応できるよう準備し、より効

果的な開催を目指す。 

人の人数制限を行い開講した。合計 5 回

の講義を対面にて行うことができた。 

・教養講座も事前予約制とし各回 20人の人

数制限を行い全 3回開催した。 

・情報処理研究センター主催コンピュータ

公開講座や情報科学研究会についても

Zoomを使用しオンライン上で生配信の講

義を行った。 

・また、エフエムおのみち（ラジオ）に毎月

1回本学教員が出演し、それぞれの研究成

果の概要を地域に還元する取り組みを継

続して実施することができた。 

【情報処理研究センター】 

・市民向けのコンピュータ公開講座

及び公開形式の情報科学研究会を、

それぞれ 1 回以上開催する。講師

は、状況に応じて、本学教員または

外部講師とする。開催方法は、新型

コロナウイルス感染症拡大状況を

踏まえて、対面またはオンラインと

する。オンラインで開催する場合

は、講師の実施環境を勘案し時期等

を検討する。 

3 ・第 34 回情報科学研究会を下記のとおりオ

ンラインで開催した。 

 日時：令和 4年 12月 26日（月）13:10～

14:40（入室：12:50） 

講 座 名 ：「 極 薄 ・ 人 工 知 能 入 門 」     

講師：木村文則氏(本学経済情報学部准教

授)                       

参加者数：20人（内、高校生 4人） 

・令和 4年度 尾道市立大学コンピュータ公

開講座を下記のとおりオンラインで開催

した。     

日時：令和 5 年 3 月 4 日（土）13:00～

15:00 分（入室：12:40）                      

  



70 

 

講座名：「EXCELで効果検証～因果推論入

門～」 

講師：井本伸氏（本学経済情報学部教授）                       

参加者数：10人 

【美術館】 

・進級制作展（大学院）、In Focus 

13、稲川豊個展、卒業制作・修了

制作展、教員展にてギャラリート

ークを、進級制作展（大学院）、カ

リキュラム展にてワークショップ

をそれぞれ実施する。 

3 ・進級制作展（大学院）、In Focus 13、稲

川豊個展、卒業制作・修了制作展、教員展

にてギャラリートークを実施した。また、

素描展において座談会を録画・記録しア

ーカイブとして配信した。 

・進級制作展（大学院）、カリキュラム展で

のワークショップはコロナ禍の影響によ

り実施しないという判断をした。 

  

２ 国際交流に関する目標を達成するためにとるべき措置 

（１）グローバル化の推進 

（中期目標）大学のグローバル化を推進し、海外交流協定校等と学生及び教職員の国際交流を活発に行う。また、国際交流の体制を整備するとともに、海外か

ら優秀な留学生を積極的に受け入れる。 

① 海外大学との提携を増や

し、提携校との交換留学を拡

大し、受入れ留学生数及び本

学からの留学学生数をそれぞ

れ 50 人以上を目指す。また、

本学学部・学科と提携校との

学術交流プログラムを開発す

るとともに、教員間の共同研

ア 学部・学科 

≪経済情報学部≫ 

・台湾国立嘉義大学との合同カンフ

ァレンスを対面で実施するべく、新

型コロナウイルス感染症の世界的

動向を見極めみながら準備を進め

ていく。また、ベトナム FTU に本学

学生 1 名が４月から一年間の交換

4 ・嘉義大学との合同カンファレンスについ

ては、新型コロナウイルス感染拡大を受

け、次年度に延期となった。ベトナム FTU

に長期留学中の 1 人は 1 月に授業日程を

終え、3 月に帰国した。入れ代わりに別の

1 人が次年度、FTUに一年間の長期留学に

向けて出発した。FTUとの交流はコロナ禍
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究を推進する。 留学を行う予定であり、その経過も

確認する。また、社会状況に応じ、

英ヨーク大学への現地派遣短期留

学プログラムを推進すると同時に、

同オンライン留学プログラムへの

参加については引き続き促してい

く。また、交換留学生の受入れにつ

いては、国による新規入国規制等に

より困難が予想される。経済情報学

部の学生に向けたオンラインによ

る短期留学を計画し、実施可能な状

況となれば随時アナウンスしてい

く等、グローバルな学修機会の普及

に努める。 

中においても順調といってよい。ヨーク

大への現地派遣は諸事情により叶わなか

ったが、夏季オンライン短期留学プログ

ラムに参加した 1 人が「特別演習Ⅴ」の

単位を修得することができた。また、大連

外国語大学から 4人、嘉義大学から 1人、

計 5 人の学部 3 年次編入生を、次年度、

新たに受け入れることも決定した。この

ように、新型コロナウイルス感染症流行

下であっても、学生へ留学を促し、実際に

留学に送り出すことができた。また、交換

留学生の受け入れも実現し、計画以上の

成果をあげることができた。 

≪日本文学科≫ 

・引き続き留学生の修学上の問題点

を共有し、連携して支援する。 

3 ・日文の学科カリキュラムで 1～2年次の基

礎的なものが履修できるよう履修計画は

事前に留学生と連絡をとり修正を加え

た。学生に一人ずつチューターが付くよ

う配置しチャットグループをつくり、指

導状況や具体的な指示内容、授業への出

席状況、課題への対応状況等をこまかく

共有した。 

  

≪美術学科≫ 

・引き続き、留学生と教員による定期

的な面談・ミーティングを実施し、

3 ・私費外国人留学生（2年生）と教員による

定期的な面談・ミーティングを通して、当

該学生の状況や要望を把握した上で、実
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個々の留学生の状況や要望を把握

した上で、実技系科目及び講義系

科目における具体的な支援方策を

検討し、実施する。 

技系科目及び講義系科目において、全体

説明に加えてチューター教員・授業担当

教員が個別に説明を加える等して対応し

た。 

イ 国際交流 

【国際交流センター】 

・夏季受入プログラムの実施を検討

するとともに、オンライン語学研修

について、参加者のレポートや報告

書等から結果を検証し、効果を学生

に紹介することによって留学への

興味を喚起する。 

3 ・コロナ禍のため、夏季受け入れプログラ

ムは実施を中止した。 

・交換留学について、協定校からの受入留

学生は前期に 8 人、後期に 6 人であった。

派遣留学生についても、今年度後期から

開南大学の交換留学制度に 1 人の学生が

参加した。また、来年度春からの長期交換

留学のため、FTU へ 1 人が今年度 3 月に

出発した。 

・来年度後期には今年度春季にシドニー大

学の語学研修へ参加する学生のレポート

や報告書等から結果を検証し、効果を学

生に紹介することができる予定である。 

・経済情報学部では特別演習Ⅴにおける英

公立ヨーク大学への短期留学プログラム

等の活用を経て、学生が国際的な教養を

深めると同時に専門性を高める環境を提

供している。また、嘉義大学との合同カン

ファレンスについては対面による実施を

計画した。 
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② 学内の留学生のための日本

語教育、生活サポート、そのた

めの国際交流センターの諸機

能を充実し強化する。 

イ 国際交流 

【国際交流センター】 

・日本人学生との交流の中で、日本語

能力を向上させ、留学生活がより充

実したものとなるように、留学生・

学生チューター双方を支援する。 

3 ・春の時点では新型コロナウイルス感染症

の影響もあり、新規留学生の歓迎会はオ

ンラインで行われたが、後期は新規留学

生や、前期・以前からの留学生と日本人学

生の希望者で半日研修を実施することが

できた。 

・留学生・学生チューターとは毎月末に集

まり、活動の報告会と留学生の生活で困

っていることがないか確認をした。 

・前期は平日毎日、後期も週に 3日(月・水・

金）、昼休みに多言語会話クラブを実施

し、そのうちの 1 日は日本語の日とし、

日本語を学びたい留学生と留学生と交流

したい日本人学生の交流の場を設けた。 

  

第６ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

（１）教育研究組織の充実 

（中期目標）大学の理念・目標を実現するため、尾道市立大学の強みや特長を生かした柔軟かつ最適な教育研究組織となるよう取り組む。 

① 大学の理念・目標にふさわ

しい教育実施体制を強化する

ため、科目配当・教員配置の見

直し、継続的な教育・学修支援

体制の構築など、全学的な教

学マネジメントを確立する。 

【教務委員会】 

・引き続き教学 IR データの蓄積を行

う。また、データ集約数を増やすた

めに、卒業認定の成績が出た時点で

の実施や各年次終了時の調査等実

施タイミングの変更や追加等、調査

内容の効率的な見直しを検討する。 

4 ・今年度も教学 IRについてのアンケートを

卒業者名発表のタイミングで配信し、デ

ータ収集を行った。 

・多様なメディアを高度に利用して行う授

業を導入し、学則の変更を行った。またメ

ディア授業申請を行うための申請様式、

申請手続きの流れを検討し、実施のため
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の枠組みづくりを行った。 

【自己点検・評価委員会】 

・認証評価の点検ポートフォリオの

内容を元にして、改めて各学科・各

部局に改善方法と内容の検討を依

頼し、全学的な教学マネジメント

の確立に結びつける。 

3 ・認証評価の点検ポートフォリオにおける

内容をもとにして、各学科・各部局に改

善方法と内容に関して検討を依頼し、全

学的な教学マネジメントを確立できるよ

うに進めていかなければならないことを

確認した。 

  

（２）業績評価制度の確立 

（中期目標）教職員の意欲向上及び大学運営の質的向上を図るため、業績評価制度を確立するとともに、その評価が適正に反映される処遇制度を確立する。 

① 教育、研究、大学運営、地

域貢献等の各領域における

業績評価の方法と評価基準

を確立するとともに、その評

価を適正に運用するための

制度を策定する。 

【自己点検・評価委員会】 

・Web サイトにおける教員情報の発

信、教育研究活動報告書への反映

等、リサーチマップの全学的な利

活用について検討する。 

3 ・リサーチマップの利活用について、オン

デマンド形式により下記の内容の研修を

実施した（研修期間 2 月 13 日〜3 月 24

日、参加人数 58人）。 

1 概要編（スライド） 

  ・リサーチマップの概要 

  ・科研費申請書との関係 

  ・便利な機能（インポート、エクスポー

ト、AIによる業績追加など） 

2 操作編（実際に操作している画面を収

録したもの） 

  ・アカウントの取得 

  ・各種登録 

  

【事務局総務】 3 ・業績評価を実施し、研究費の配当及び表   



75 

 

・業績評価を継続的かつ適正に運用

することができるように、検証し

改善に取り組む。 

彰等において活用し、表彰を受けた教員

を Webサイトに公開した。 

（３）事務処理の改善・効率化 

（中期目標）定期的な業務改善や事務組織の見直し等に取り組むことにより、業務内容の変化に柔軟に対応するとともに、事務処理の効率化を図る。 

① 重点取り組み項目につい

て、部局を越えた業務実施体

制を構築する。また、事務組

織、事務処理方法等を不断に

見直し、業務の適正化と効率

化を推進する。  

【事務局総務】 

・めまぐるしく変化する社会状況に

対応するため、各部局が連携し、業

務の適正化と効率化に取り組む。 

3 ・新型コロナウイルス感染症防止対策等に

対応したオンライン授業の実施やオンラ

インミーティング、テレワーク等、円滑

な対策を取った。 

  

第７ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 

（１）資源の適正配分 

（中期目標）予算執行の弾力化・効率化、管理的業務の簡素化・合理化等により、管理運営経費の節減を図るとともに、戦略的に経営資源を配分する。 

① 大学運営経費の妥当性を検

証し、経費節減を図るととも

に、第２期中期財政計画に基

づき、予算の重点化と戦略的

活用を図る。 

【事務局総務】 

・引き続き、経常経費の節減に努める

とともに、施設改善等に向けた予

算の重点化を図る。 

3 ・引き続き新型コロナウイルス感染症対策

に対応するため、オンライン授業対応経

費、新型コロナウイルス感染症対策に係

る経費及び機能不全の設備更新につい

て、予算の重点化を図った。 

  

② 大学の戦略に即した経営資

源（人的資源・物的資源・資金）

の適正配分を行う。 

【事務局総務】 

・社会状況対応等課題解決に向け、柔

軟に経営資源の適正配分を行う。 

3 ・経年劣化による修理が困難な、D 棟空調

設備を更新した。また、修理対応が困難

となった電話設備を更新した。 

  

（２）外部資金等の獲得 

（中期目標）科学研究費補助金をはじめとする競争的資金や産学官連携による共同・受託研究等の外部資金の獲得等により、自己収入の確保に取り組む。 
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① 外部資金の獲得に向け、科

学研究費補助金等の学外の競

争的資金への申請数を増加さ

せるとともに、情報収集や経

験交流など組織的な支援を行

うことで、採択率の向上に取

り組む。 

【教育研究推進委員会】 

・外部資金の獲得に向けた情報の収

集や発信を継続する。また、外部資

金の応募ならびに採択率の向上に

向けた組織的な支援（たとえば、申

請書の添削）等について検討する。 

3 ・外部資金に関する情報の集約を Teams 上

で実施しており、Teams に専用のチャネ

ルを開設し、情報提供を継続している。 

・全学の組織的取組みとして、科研費採択

者の協力の下、科研費助成事業に採択さ

れた申請書をファイリングし、学内事務

局に設置することで、各学科の教員が他

教員の研究内容を知ると共に、記述ノウ

ハウを学ぶことができる環境を整備し

た。 

  

② 地域からのニーズに応え、

受託研究件数の 10％以上の増

加に向け、取り組む。  

【地域総合センター】 

・地域や企業からのリクエストを受

託に繋げられるよう、大学内部で

の調整に注力する。併せて、本学

Web サイトや「尾道市立大学地域

総合センター叢書」に掲載した成

果一覧を活用し、新規や追加の受

託を目指す。 

4 ・令和 4年度は、10件（うち受託研究 8件、

受託事業 2件）を受託し、前年度から 2件

増加した。過去に依頼のあったところか

らの紹介や、大学イベントから興味を持

ってお声がけいただくケースもあった。

地域の認知度は昨年度より更に上昇して

いる。 

  

第８ 自己点検・評価及び情報の提供に関する目標を達成するためにとるべき措置 

（１）自己点検・評価の充実 

（中期目標）客観的な達成水準や指標に基づいた自己点検・評価及び外部評価を定期的に実施し、その結果を基に教育研究活動及び業務運営の改善に取り組む。 

① 客観的な達成水準や指標に

基づいた自己点検・評価を実

施し、評価結果を教育研究活

動及び業務運営の改善に結び

【自己点検・評価委員会】 

・認証評価の点検評価ポートフォリ

オ案に関して最終調整を行い、遅

滞なく提出する。また、ステークホ

3 ・認証評価の点検評価ポートフォリオ案に

ついて調整を行い提出し、さらにステー

クホルダーの抽出等を含めて認証評価の

実地調査に関する諸準備を行ったので、
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つける。 ルダーの抽出等を含めて認証評価

の実地調査にそなえる。 

その後のどのように運用していくのか等

の検討も必要になることを確認した。 

（２）情報公開及び広報活動の推進 

（中期目標）適切に情報公開を行うことで大学運営の透明性を確保するとともに、戦略的に広報活動を行うことで、大学のブランド力の向上を図る。 

① 尾道市立大学のブランド力

の向上を図るために、ウェブ

サイトなど各種メディアを利

用した学内情報の迅速な公開

を行う。また、効果的な広報活

動のため、新たなメディアの

活用を積極的に推進する。 

【広報委員会】 

・既存の情報発信手段を、より効果的

に使いこなしつつ、SNS ごとのフ

ォロワー・登録者の特性を見極め、

発信メディアごとに「タイムリー

で分かりやすい情報提供」を目指

す。特にインスタグラムについて

は工夫しながら運用し、旬で鮮度

の高い情報をアップロードしてい

く。また、「オンラインオープンキ

ャンパス」ページの開設を継続し、

コンテンツの更新・拡充に必要と

なる情報収集に引き続き取り組ん

でいく。 

3 ・SNS ごとの性質に応じた発信方法に沿っ

てコンスタントに運用し、必要な情報の

発信を随時行った。特にインスタグラム

については企画広報室と広報担当教員が

情報収集を行い、発信を行った。引き続

きオンラインオープンキャンパスで取り

組んだ良い要素を継続し、学生発表等コ

ンテンツの更新を行った。Web サイトの

ヴィジュアル要素の掲載を検討し年度末

に更新を行った。ユーチューブアイコン

をページのトップに加えると同時にこれ

まで Web サイトでは可視化されていなか

った、美術館のトークイベント動画もリ

ンクし、視聴しやすいようにした。 

  

② 学生が主体となった教育研

究活動、ゼミ活動、サークル活

動、卒業生の活躍等の情報発

信を積極的に推進する。 

【広報委員会】 

・学内の情報を的確に収集し、Web サ

イトや SNS を中心に「学生の活き

活きとした姿がよく見える」タイ

ムリーな情報発信に努める。また、

「尾大通信」には学生の活動をま

とめて掲載しアーカイブとしての

3 ・学内の情報を収集し、「学生の活き活きと

した姿がよく見える」タイムリーな情報

発信については、インスタグラムを中心

に SNS で積極的に行った。ウェブコンテ

ンツ内の動画でも、学生が直接話したり

活動したりしている様子を掲載すること

で情報に親近感を持たせた。また『尾大
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役割を持たせる。オープンキャン

パスやキャンパスツアーでは学生

目線での施設、授業紹介も行い、高

校生にキャンパスライフの実態を

より効果的に知ってもらうことと

する。 

通信』における学生の活動紹介は例年通

り継続して行った。 

【学生委員会】 

・引き続き、学友会、翠郷祭実行委員

会と適切に連携をとりつつ、学友

会行事、部・同好会活動及び交通安

全啓発活動、献血推進活動等の社

会貢献活動への学生の参加を促し

ていく。併せて、これらの活動に関

する広報を行っていく。 

3 ・継続するコロナ禍でのクラブ・サークル

活動について、課外活動基準、課外活動

計画書・報告書等を用いて感染拡大防止

に配慮しつつ、令和 4 年度も活発に活動

することができた。また、学友会と連携

をとりながら、「新入生クラブ・サークル

紹介（ 4/18～ 25）」、「スポーツ大会

（5/27）」、「大学祭（11/6）」、「クリスマ

スイベント（12/14～23）」等の学友会行

事について、感染拡大防止に配慮して実

施することができた。加えて学友会、尾

道警察署、久山田町内会とともに交通安

全啓発活動（5/17）、献血推進活動（6/17・

12/9）等の社会貢献活動についても実施

することができた。 

  

第９ その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置 

（１）施設・設備の整備と活用 

（中期目標）教育研究環境をより充実させるため、施設・設備の適正な維持管理を行うとともに、計画的な整備・改修を進め、施設・設備の有効活用を図る。 

① 将来にわたってキャンパス 【事務局総務】 3 ・D棟空調の 2 系統を更新し、D棟内空調機   
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の機能性を維持、向上させる

ため、キャンパス整備計画を

策定し、計画的に整備・改修を

行う。  

・空調更新等環境整備に取り組む。 器の更新が完了した。また、耐用年数を

超過している電話設備を更新し、機能維

持に努めた。 

（２）リスクマネジメントの強化及び法令遵守の推進 

（中期目標）リスクマネジメント及び安全衛生について取り組むとともに、法令遵守を徹底する。 

① 事故、災害等の未然防止の

ためのリスク管理と、発生し

た際に適切に対処する危機管

理体制を不断に見直し、教職

員・学生に対する教育、研修を

推進するとともに、関係機関

との連携強化を図る。 

【衛生委員会】 

・機械作業を行う職場において、労働

安全衛生法第 14 条に基づく「作業

主任者」を配置し、事故の未然防止、

安全管理の徹底を図る。有給休暇の

取得義務について、法制度を周知徹

底するとともに、計画的な取得を促

し、年次有給休暇 5 日以上の確実

な取得促進を図る。 

3 ・美術学科木工担当教員に、木材加工用機

械作業主任者技能講習を受講させ、機械

作業を行う職場において、労働安全衛生

法第 14条に基づく「作業主任者」を配置

した。 

・年次有給休暇取得義務化に係る法制度に

ついての周知を複数回にわたって行い、

教職員全員 5 日以上の年次有給休暇を取

得した。 

  

【事務局総務】 

・社会的リスクに対する危機管理に

関する情報提供及び研修を関連機

関と連携し、取り組む。 

3 ・コロナ禍において、新型コロナウイルス

感染症対応のため、危機管理に関する研

修は実施できなかったが、Web サイト、ポ

ータルサイト等により、新型コロナウイ

ルス感染症対策に関し、指導、指示及び情

報提供を行った。 

・新型コロナウイルス感染症対策として、

遠隔授業、施設利用制限、テレワーク等の

感染防止に向けた取り組みを実施した。 
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② 学内外の研修機会の増加、

ОＪＴ等により、全教職員が

参加するファカルティ・ディ

ベロップメント、スタッフ・デ

ィベロップメント活動を充実

させ、コンプライアンスの徹

底や教職員の能力向上に取り

組む。 

【教育研究推進委員会】 

・研究倫理の専門家によるコンプラ

イアンス研修や e-learning 等、研

究活動における不正防止、研究費

の執行における法令遵守を徹底、

意識の向上を図るための取組を実

施する。 

3 ・コンプライアンス研修・研究倫理教育研

修を、オンデマンドで、以下のとおり開催

した。 

受講期間：令和 4年 7月 20日～8月 31日 

講師：三宮 紀彦先生 

受講人数：48 人（理解度テストへの回答

をもって確認） 

  

【事務局総務】 

・引き続き、社会状況に応じ、オンラ

イン研修等多様な研修方法によ

り、研修機会の充実に取り組む。 

3 ・学外のオンライン研修への参加を促すと

共に、学内においても、オンラインによ

る研修を実施し、教職員の能力向上に取

り組んだ。 

  

特記事項 

〇ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー及びアドミッション・ポリシーが整合性を持つように改正し、併せてカリキュラムマップ、カリキュ

ラムツリー及びナンバリングの修正を行った。 

〇春季海外語学研修を現地開催により実施し、シドニー大学の語学研修に 10名の学生が参加した。 

〇「尾道学入門」は事前に収録した講義動画をオンライン配信する形式で実施し、講義後にオンデマンド形式で 1週間視聴可能とし復習にも役立つよう

にした。受講者数が 337人と昨年度と比べ約 1.3倍の学生が受講し、多数の学生に向けて尾道の地域学の講義を届けることができた。 

〇全学対象の「文章表現法入門」は、履修人数と開講期によって習熟度が異なっていることから、文章のジャンルを限定して効果的な授業を展開するため、前

期はリアクションペーパーやレポートにおける文章表現を扱う「文章表現法（学術的文章）」として開講し、後期は通信文や報告書における文章表現を扱う「文

章表現法（実用的文章）」として開講することとした。 

〇大学の理念や各学部・学科の教育・研究活動を具体的にわかりやすく発信するため、Web サイトの点検期間を設け、各学部学科の教育・研究情報を見直すとと

もに、訴求力を高めるため、写真等視覚的な要素を取り入れた。学生による大学における教育や学生生活の紹介動画コンテンツも新たに撮影し配信した。SNS

では各媒体の特性に合わせ情報発信を展開した。高等学校における進路説明会にも可能な限り参加し、説明会や模擬授業への参加、来学対応数は合計 91 件

で、コロナ禍前（令和元年度）の 83件より増加した。本学教員が高校生に対して直接、教育研究活動あるいは入試に関わる情報を伝えることができた。 
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〇今年度オリエンテーションにおいて、大学院生の学部科目の履修プロセスの説明を行い、リカレント教育を受けられることを周知した。また、授業間の連携

を意識した科目の開廃、科目の名称変更やカテゴリ変更を行った。多様な研究を実施できるよう、「尾道市立大学大学院経済情報研究科における特論，研究演

習、研究指導（論文指導）開講についての申し合わせ」を改定し、次年度からは講師も就任 3年目より研究演習等を担当できるようにした。 

〇『学生便覧』に掲載する、大学院の「研究指導のスケジュールと研究指導概要」を策定した。これにより、修了研究内容発表会も正式に大学院の年間スケジ

ュールに組み込まれるため、周知に努める。学部生の内部進学を進めるため、早期履修制度についての説明会を 12月 8 日(木)の昼休みに学部 3年生を対象と

して、12月 9日(金)の昼休みに学部 2年生を対象として Teams を用いたオンラインにて行った（経済情報学部、経済情報研究科）。 

〇インターンシップ参加企業を 10社から 38社に、課題解決型プログラム導入を 6社から 13社に増加させた。 

〇研究活動促進のための各学科の新しい取組として、経済情報学科では、地域活性化を目的とする共同研究「デジタル技術を活用した人口移動・滞在動

向調査分析事業」について、尾道市、日本ユニシス株式会社との三者による共同研究に取り組んでおり、今年度は尾道市役所内での報告会を 4回実施

しつつ、3 月から 9月にいたる収集分のデータのオープンデータ化を提供した。美術学科では、展覧会 3件、国内外での学会・研究会議発表 1件を実

施した。日本文学科では、共同研究「高大接続の観点からの日本文学科入学者選抜試験の分析と検討」（学長裁量教育研究費）に取り組み、高等学校教

員（国語科）を参加対象者としたオンライン研究会を実施した。 

〇当初、コロナ禍の影響によりサバティカル研究の実施が懸念されたが、計画通り 1人の教員をドイツへ派遣することができ、現地での研究も無事に進

んだ。 

〇尾道文学談話会は事前予約制とし定員 20 人の人数制限を行い対面で開講した。4～9月にかけて全 6 回を計画していたが、講師都合により 1 回休会と

なり、全 5回の開催となった。毎回定員に近い予約状況からみても、文学談話会は貴重な地域貢献の場となっている（総参加者数 61人）。教養講座は、

3年ぶりの対面開催を行った。全 3回、定員各回 20人にて開催したが、キャンセル待ちが出る回もあり、市民の関心の高さがうかがえた（総参加者数

63人）。小川ゼミ主催の街中ゼミは、小川教授が退職予定でゼミ募集を終了したため今年度が最後の開催となった。10月～翌 3月にかけて全 6回の開

催となった。今年度は、尾道の老舗商店の経営の歴史と地域の関係について学生が調査し、各経営者も招聘した上で、研究成果を発表した。毎回 30～

40 人ほどの参加があり、地域の人々の関心の高さがうかがえた。その他、しまなみ交流館において 20 回目となる美術学科の地域プレゼンテーション

課題の発表会を 3年ぶりに開催した（総参加者数 36人）。また、経済情報学科の公開講演会においてクリエイティブディレクター・コピーライターの

田中有史氏を招聘し、地域の方の参加も募り、高校生や卒業生などの参加もあった（総参加者 51人）。 

〇多様なメディアを高度に利用して行う授業を導入し、学則の変更を行った。またメディア授業申請を行うための申請様式、申請手続きの流れを検討し、

実施のための枠組みづくりを行った。 
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〇令和 4年度は、受託研究等を 10件（うち受託研究 8件、受託事業 2件）受託し、前年度から 2件増加した。過去に依頼のあったところからの紹介や、

大学イベントから興味を持ってお声がけいただくケースもあった。地域の認知度は昨年度より更に上昇している。 

 ※ 「第４ 教育研究等の質の向上」から「第９ その他業務運営」までにおける特記事項を記載する。 

 

 

第１０ 予算、収支計画及び資金計画 

 財務諸表及び決算報告書を参照 

 

 

第１１ 短期借入金の限度額 

中期計画 年度計画 実  績 

（１）短期借入金の限度 

１億円 

（２）想定される理由 

   運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生

等により緊急に必要となる対策費として借り

入れることが想定される。 

（１）短期借入金の限度 

１億円 

（２）想定される理由 

   運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生

等により緊急に必要となる対策費として借り

入れることが想定される。 

該当なし 
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第１２ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 

中期計画 年度計画 実  績 

なし なし 該当なし 

 

 

第１３ 剰余金の使途 

中期計画 年度計画 実  績 

決算において剰余金が発生した場合は、教育研究の

質の向上及び組織運営の改善のための費用に充て

る。 

決算において剰余金が発生した場合は、教育研究

の質の向上及び組織運営の改善のための費用に充

てる。 

該当なし 

 

 

 

第１４  尾道市の規則で定める業務運営に関する事項 

中期計画 年度計画 実  績 

（１）積立金の処分に関する計画 

   なし 

（２）その他法人の業務運営に関し必要な事項 

   なし 

（１）積立金の処分に関する計画 

   なし 

（２）その他法人の業務運営に関し必要な事項 

   なし 

該当なし 

 


